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午前10時00分   開会・開議 

○委員長（中平浩志君） おはようございます。 

ただいまから、本日の予算特別委員会を開きます。 

委員各位にお願いいたしますが、質問の際には、 

記載されているページと項目を示し、簡潔にお願い 

します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第１号 平成20年度久慈市一般会計予算 

○委員長（中平浩志君） 直ちに付託議案の審査に入

ります。 

議案第１号を議題といたします。 

第１条、歳入歳出予算、歳出の審査を行います。 

この際、昨日の審査で18番城内委員の歳出、７款商

工費の質問に対する保留中の答弁を求めます。賀美商

工観光課長。 

○商工観光課長（賀美吉之君） 地下水族館もぐらん

ぴあの指定管理費に係る従業員の人数についてお答え

いたします。 

 積算しています人数でございますが、管理者の他に、

飼育員２人、業務係員４人、業務係補助清掃員で３人、

合わせて10人を想定しているものでございます。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 指定管理者の人件費の考え方ですが、

きのうの質問の中で、観光交流センターの中味も聞い

たわけですけども、単純に計算しますと、観光交流セ

ンターは、１人当たり200万円です。６人で約1,200万

ですから。このもぐらんぴあは2,400万円ですから10

人で単純に計算すると240万円ということになる。 

これは、以前の議会でも実は答弁あったとこなんで

すけども、いわゆるもぐらんぴあの分、以前は市が業

者に委託していた経緯がありましたが、その時も考え

方が違うと言われた経緯があります。 

この場合も、片方が200万円、片方が240万円という

単純に人数で割ればそういうことになるのですが、依

然としてそのもぐらんぴあの積算単価というのは、他

の委託の単価と違うのか、違う場合は違う理由につい

てお聞かせいただきたいと思います。あわせてこのも

ぐらんぴあの収入2,600万円と積算しているというよ

うな答弁でした。そうしますと、その有料入場者数を

何人として見ているのか、大人と子供もあると思いま

すが、その内容についてお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、もう１点は、収入を見込んで全体から引

いて足りない分を指定管理料として支払っているとい

うことになるかと思いますけど、その場合に、例えば

観光交流センターでは、250万円を自由に使えるわけ

－46－ 



ですが、どこで使うのか、例えば人件費に使うとする

と、1,200万円プラス250万円で約1,500万円の人件費

になる。それから、もぐらんぴあの場合は、2,600万

円をどのように使うかは分かりませんが、人件費に

2,400万円、委託料と合わせると5,000万円の人件費に

なるわけですね、いわゆる収入として、指定管理者が、

示している額は、どのように使われるかというのは、

市の方が関知しないのかどうなのか。例えば決算とし

て出てきたときに、来年度また指定管理に出すときに、

どういう使われ方をしてきたのかということは、市に

きちんと報告があるのかどうか。そこがないと私は、

来年の指定管理の計算をしていく場合、考える場合に、

ある意味ではつかめなくなることになるので、そのよ

うな精査ができることになっているのかどうかあわせ

お聞かせ下さい。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 賀美商工観光課長。 

○商工観光課長（賀美吉之君） お答えいたします。

積算の単価の違いでございますが、もぐらんぴあにつ

いては、生きている魚とか、水族を扱うということで、

いろいろ難しい部分もございます。 

それらも勘案して飼育係の経費なり職員なり、それ

から全体を運営する管理者も必要だということで、単

価が高いというふうに考えています。 

二つ目有料の人数でございますが、有料人数４万

3,000人を予定しています。有料には、個人と団体ご

ざいまして、さらに大人、大学生、高校生それから、

小中学生それぞれございます。一般については３万

2,000人、それから高校生、大学生については、900人、

小中学生については7,000人。団体の方ですけども、

一般については2,600人、高校生、学生については200

人、小中学生については500人、合わせて４万3,000人。

実際には、４万3,200人になりますが、４万3,000人と

しております。あと無料合わせますと５万5,000人と

なります。 

それから、もう一つの、これからの指定管理につい

てということですが、今委員お話しのとおりの実績等

を踏まえながら、21年度以降の指定管理の費用につい

ては検討していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 後に聞いたのはですね、観光交流

センターもそうでしたが、考え方は収入を見込んでそ

の分を差し引いた分が指定管理料だという説明があり

ました。そうしますと、さっき言った2,600万円とい

う金を収入として見ているわけです。そのお金は、当

然、指定管理者が自由に使えるかと思うのですが、使

い方については、市の方にきちんと報告があるのです

かと聞いているのです。それがないと、どういった形

で人件費に使われているのか事業費に使われているの

か分からないわけです。そういった使い方は、当然決

算が出るわけですけども、そういった中身がわかるよ

うに、報告になるんですか。そこをチェックしないの

ですかということを、聞いているのですから、その点

を一つ。 

○委員長（中平浩志君） 賀美商工観光課長。 

○商工観光課長（賀美吉之君） お答えいたします。

入館料の2,600万円については、昨日も答弁いたしま

したが、かかる経費が、全体で7,000万円ほどでござ

いますのでその一部に充てられます。 

これからの、報告等については、それらも含めまし

て、来年度21年度の指定管理に向けて検討してまいり

たいとそのように考えております。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） ８款、土木費説明を求めま

す。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 76ページの中段にな

ります。８款土木費、１項土木管理費でありますが、

１目土木総務費に、2,105万円を計上いたしました。 

78ページになります。２項道路橋梁費でありますが、

１目道路橋梁総務費は１億6,362万2,000円を計上。新

たに橋梁点検事業費を計上いたしました。 

２目道路維持費は１億1,967万8,000円を計上。前年

度と比較して2,161万5,000円、22.0％の増であります

が、主に除雪機械整備事業費の増によるものでありま

す。 

３目道路新設改良費は６億3,806万円を計上。80ペ

ージになります。道路橋梁費は、合わせて９億2,136

万円を計上いたしました。 

３項河川費でありますが、１目河川改良費に、

1,418万7,000円を計上。 

４項港湾費でありますが、１目港湾管理費は167万

2,000円を計上。 

２目港湾建設費は港湾改修県営事業負担金500万円
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を計上。港湾費は、合わせて667万2,000円を計上いた

しました。 

５項都市計画費でありますが、１目都市計画総務費

は5,058万9,000円を計上。新たに街なか居住促進事業

費を計上いたしました。 

82ページになります。２目街路事業費は３億6,313

万8,000円を計上。 

３目公共下水道費は５億4,675万円を計上。 

４目都市下水路費は29万1,000円を計上。 

５目公園費は1,473万9,000円を計上。都市計画費は、

合わせて９億7,550万7,000円を計上いたしました。 

６項住宅費でありますが、１目住宅管理費は3,259

万円を計上。84ページになります。２目住宅建設費は

1,602万8,000円を計上。住宅費は合わせて4,861万

8,000円を計上いたしました。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 79ページであります。市民協働道路

維持補修事業費400万円盛られております。財政がか

なり厳しいというこの状況の中で、本来市が市道を改

良舗装していくというのが、本来の責務ですけれども、

実際問題、財源がなかなか厳しい環境の中で、市民と

の協働を取り入れたということを私は大きく評価せざ

るを得ない、こういう財源化の中では。ただし、この

市も県あるいは国に補助採択の道路改良を求めていく

際には、なかなかにビー・バイ・シーの問題がどうし

ても出てくると思っております。 

これを町内会自治と市という関係でものを考えた場

合に、国道でも県が管理する道路がある。そうすると

市でも、終局においても町内会自治が管理するような

この考え方が、結果としてこの事業を導入したことに

よって出てきていると思います。 

裏を返せばビー・バイ・シーがきちっとある費用対

効果が出る道路については、当然に市が積極的に市道

を直していく。補助事業を導入しながら直していくと

いうふうになるのだろうけども、なかなか費用対効果

が出ない路線については、県・国も補助事業としては

採択しにくい環境にあって、結果として市が単独事業

ということで、道路を今日直してきたと。まだまだた

くさん整備する路線がある。財源を検討してというこ

とは、部長からも出てきたわけでございますけども、

いずれこの協働の精神を大いに発揮しながらですね、

この町内会自治、町内会とも、この道路環境をチェッ

クしながら、あるいは、お互いに話をしながらこの協

働の維持事業が、ふえていく流れが出てくるのではな

いかと思っているわけですけども、これまでの成果、

あるいは今後の見通しについいて、お聞かせを願いた

い。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） お答えいたします。市民

協働道路維持補修事業につてでございますが、この事

業は、平成18年度から実施しているものでございまし

て、今委員おっしゃたような趣旨、観点から事業導入

をしたものでございます。 

 平成18年度は、200万円の予算でもって、５団体が、

５カ所持補修事業を実施いたしております。 

また、今年度は300万円の予算をもって７箇所、７

団体が実施いたしました。平成20年度は、予算書にも

計上させていただいておりますが、400万円をもって、

これから新年度になりましたら要望箇所を、各団体か

らいただいて検討して実施してまいりたいと考えてお

ります。 

今後の見通しということでございますが、今後も市

民と行政の協働というこのまちづくりの重要なポイン

トを、この道路事業についても継続して実施して行く

ことが大事であろうと考えておりますので、18年度、

19年度とも13団体から要望が出ておりましたので、20

年度、また100万円ほど予算増額をさせてもらうとい

うことで計上いたしておりますが、今後は、それらの

要望の実態等を把握しながら検討してまいりたいと考

えております。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 増額の傾向があるということであり

ます。ただ、検討するという言葉が出た。町内会自治

にとって、この生活道を含めてですねこの道路、どれ

も必要な道路なわけであります。本来、市にやってい

ただければいいのだけれども、任せますとなかなかこ

のビー・バイ・シーで地元の町内会の道路が直らない、

生活道が直らないという状況下にある。そういう中に

あってこの市民協働の精神を大いに発揮させるに、私

は大変この生活道を含めて、この町内会の道路環境が

快適な生活維持が出来るような仕組みの一つだと思っ

ております。 
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財源にとらわれることなく、前向きにこの事業が、

市民から愛される事業であってほしいそういう取り組

みを期待するわけでありまして、この検討という意味

合いは、どの辺にあるのか、改めてお聞かせ下さい。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 先ほど申し上げました検

討といいますのは、今後実施して行く際の増額傾向と

か、どのような対応をして行くかということで実績を

踏まえて検討していくという意味で答弁申し上げたこ

とでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○委員長（中平浩志君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 第１点目は、道路の管理についてで

すが、ことしの冬は大変寒かったのですけども、その

関係で路盤の凍上災というか、非常に激しく例年にな

く壊れている状況にあるのですけども、そういった際

には、凍上災ということで導入をして道路の舗装の改

修をやってきたのですが、今後その辺のことを検討な

さることになっているのか、そのことについてお聞か

せいただきたいと思います。 

二つ目は、83ページの住宅費の関係ですが、住宅交

付金事業費となっていますが、中身は委託料だという

ことで、517万8,000円の内、110万円が委託料で、ス

トックの関係の内容だと聞くわけですが、どういう内

容になっているのか、お聞かせいただきたいし、もう

一つは、住宅建設の関係で言いますと、栄町市営住宅

の改築を考えているということで、これもまた委託料

で、出ているのですが、栄町の現在の市営住宅は、こ

れまでも久慈小学校の改築にかかわって用地の確保と

いうこともあったわけですが、そうしますと新たな用

地の確保が必要だと思いますけども、新たに考えてい

る栄町市営住宅の場所については、どのような検討を

なさっているのかお聞かせをいただきたいと思います。 

もう一点は橋梁、79ページですけども橋梁点検事業

これも点検委託料で、1,500万円出ています。これは

新たな事業だと思いますが、橋が老朽化して壊れてし

まうという状況が、これの大きいのはアメリカでの高

速道路の崩壊があったのですが、国内でもそういうこ

とを考えたと思います。そういった点では、市が管理

する橋が、現時点何カ所あってですね、当然この

1,500万円の委託料で点検するかと思いますが、その

数と、橋においては大きい橋は前後の道路幅と橋は同

じ幅ですけども、古い橋、例えば枝成沢とか前後の路

幅より橋が狭いという状況もあります。そういった点

の点検をなさるのか、単なる橋の老朽化の点検なのか、

その点検の内容についてもお聞かせをいただきたいと

思います。 

それから、81ページの木造住宅耐震関係の予算がつ

いていますが、これは診断の支援事業なわけですけど

も、一般質問でも質問答弁もあったのですが、県が国

の補助事業を導入してやると、各市町村段階でもやり

始めていることで、久慈市は検討したいことになって

いますが、国・県は年度の途中で、例えば市が判断し

ていろいろ検討してやることになったという場合、年

度途中の開始は、国・県の関係では可能なのかどうか、

その点についてもお聞かせ下さい。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） お答えを申し上げます。

私からは、凍上災の件、それから橋梁点検の２点につ

いてお答えをいたします。 

 まず、冬期間の道路損傷にかかわって、凍上災を考

えているか、予定しているかということでございます

が、道路管理者自体が判断して凍上災に申請するとい

うことではなくて、県全体で検討することもあります

し、局部的に凍上災の箇所が指定される場合もござい

ます。それで、この凍上災への採択申請の要件は、過

去10年間の 低気温等を指数であらわしまして、その

平均値以上の寒さ、簡単に申し上げれば、そういうこ

とです。要するに10年間の平均より寒い状況がないと、

申請出来ないというようなことになってございます。 

それで、この対象期間は、前年の11月から３月末ま

での５カ月となっておりますので、その時期が経過し

た後に検討するものでございます。 

 また、橋梁点検の事業でございますが、これは橋梁

の長寿命化を図るために、制度化されたものでござい

まして、当市では橋梁311橋ございます。 

その中で今回予算に計上させていただいたのは、20

メートル以上の53橋について橋梁点検を行おうとする

ものでございます。 

この橋梁点検の内容についてでありますが、基本的

には点検、幅員とかそういうもの全て点検するわけで

ございますが、今回の点検業務は、例えば橋梁のけた、

鋼げたもありますし、そのコンクリ－トのけたもござ

いますが、その損傷度とか、支承、いわゆる橋台とけ
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たの接続部がどのようになって老朽化が進んでないか

とか、そういうのを目視とか点検車両等を使用して点

検するものでございます。 

これは、外部に委託しないと出来ない部分を今回想

定しているものでございます。 

基本的には、先ほどご質問のありました幅員等につ

いても調査はしますが、その拡幅までは長寿命化の対

象にはならないものと考えております。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 田老建築住宅課長。 

○建築住宅課長（田老雄一君） 私の方から３点ご質

問あった点についてお答えいたします。 

一つ目のストック活用計画ですけども、委託料が

500万円、そのほかが事務費ということです。 

今回のストック活用計画ですが、新市の公営住宅の

今後の活用方法を総合的に計画するということで作成

するものです。 

計画内容とすれば、現状把握、需要、役割、基本方

針、目標戸数の設定、整備水準の目標、活用手法の選

定等、計画実現に向けて具体的課題の掘り下げと実施

方針等を計画していくものです。 

旧久慈市の場合には計画をしておりますし、旧山形

村は計画しておりませんので、その辺の整合性もあわ

せて計画することになります。 

 それから栄町の建設にあたって、建設場所というこ

とですが、現在の敷地については小学校の建設に当た

って狭いということで撤去することになることですの

で、現在、給食センターが移転した後も視野に入れて

検討しているところです。 

 耐震改修工事の県の補助は、年度途中でも活用でき

るのかということですが、これは出来るということで

聞いております。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 答弁いただきました。栄町住宅の代

替地といいますか、現在の給食センターを考えている

と答弁あったわけですが、用地はあまり広くはないで

すが、現在建っているから狭く見えるかもしれません

が、建物が建っているぐらいで駐車場もないという状

況の中で、私ははかったことはありませんが、あそこ

は何平方メートルあって何棟が建つのかというあたり

も、もし分かりましたらお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 この耐震の関係、年度途中でも対応出来るというこ

とですから、是非これは前向きに検討していただいて、

６月、９月、早い時期の実施を求めたいと思いますが、

再度お聞かせ願いたいと思います。 

 それぞれ橋梁もありましたし、ストックの関係もあ

りましたしが、これは完成年度は年度内だと思います

が、この調査の完成はいつが予定されているのかお聞

かせをいただきたいと思います。 

 この凍上災ですが、これまでもさっき言った10年の

平均以上ということでしたが、当然この寒さの中で11

月以降のデータは、久慈市としても担当課は持ってい

ると思いますが、３月過ぎてから云々というのは、３

月末過ぎなければ全体は分かりませんけども、11月か

ら今日までの例えば３月12日ですけども、５カ月を超

えようとしているという状況の中で、10年平均の以上

の可能性にあるのかどうかについても、お聞かせいた

だきたいと思います 

 橋梁の調査ですが、今回20メートル以上、53橋とい

うことで、311橋ある中では、まだまだ約６分の１と

いうことになりますかね。そうしますとこれは、小さ

い橋も当然10メートル、あるいは５メートルくらいの

もあると思いますが、そういう分類が出来ていている

と思うのですが、そうしますと今回行う20メートル以

上、以外の橋については、どのような計画になってい

るのか。すべての橋を調査するように国は一定の予算

措置をすることになっているのか。この計画について

も今年度は初年度だと思うので、どう311橋をやって

いくお考えなのかお聞かせください。調査をしますと

当然結果が出て、橋梁をこうしたい、こうすべきだと

それぞれの結果が出てくるわけですが、それに対する

当然国の橋梁整備についての事業が出ると思いますが、

事業自体は21年度以降になると思いますが、その辺に

ついては、どのようになっているのか、そういう前提

のもとにやる事業ではないかと思いますが、お聞かせ

を願いたいと思います。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） お答えをいたします。私

からは、橋梁点検と、凍上災の関係についてご答弁を

申し上げます。 

 まず、橋梁点検の311橋あるうちの53橋については
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今回やるわけでございますが、そのほかの橋梁でござ

いますが、橋長別の橋梁数を申し上げますと、311橋

の内15メートル以上の橋梁が78橋ございます。補助対

象となる橋梁の延長は、15メートル以上とされており

まして、その長寿命化の計画策定をする前段として、

この橋梁点検を行うものでございまして、今回予算に

計上させていただいている53橋は、20メートル以上、

比較的長いものについては、外注して行おう、それ以

外の部分については、直営で、職員でもって点検しよ

うというものでございます。 

 またこの橋梁点検の事業は、いつまで行われるのか

ということでございますが、まず20年度の予算分につ

いては、20年度内に実施するものでございますが、制

度上は平成25年度までに計画策定を実施することとな

っておりますので、それまでに長寿命化対策の計画を

立てなければならないというスケジュールとなってご

ざいます。 

 また凍上災のことでございますが、現時点でもう分

かるのではないかというような、お話でございますが、

確かに概略的にはつかんでおりますが、現在の段階で

はかなり厳しい状況であるなと、採択まで届くか届か

ないか、ふらふらの状況であるというふうに認識して

おります。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 田老建築住宅課長。 

○建築住宅課長（田老雄一君） 私の方から３点質問

がありましたのでお答えいたします。 

 まず栄町の給食センターの跡地を計画した場合建つ

のかという質問ですけども、面積が約2,500平方メー

トルありますので、我々とすれば建つのではないかと

見込んでおります。 

 次にストック活用計画の完成年度ですが、20年度に

完成する予定にしております。 

 それから３点目の、耐震改修助成事業の関係ですが、

一般質問でも市長の方でお答えしておりますとおり、

現在県の助成制度も入れて検討しておりまして、制度

面、財政面ございますが、制度面では耐震改修工事と

いうことでリフォーム奨励事業、これらと一元化とい

うか、市民の方が１カ所で手続きできるような方法が

どうかということで検討しておりますし、もう一つリ

フォーム奨励事業の方で、地域経済活性化のために、

商品券の発行をしておりますので、その辺も視野に入

れて助成金のうちの一部を商品券に出来ないかという

ことで県との協議を含めながら今検討しているところ

です。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 橋梁の関係でございますが、25年度

までに、計画策定ということですけども、結局平成20

年度の成果が20年度内に出るというもの、例えば20メ

ートル以上の53橋については外注で。それ以下につい

ては職員が点検して行くということですよね、そうす

ると、その計画の調査結果が出た中で、事業そのもの

は、平成21年度、22年度からもうできてこないのか、

それとも平成25年度まで待って全体が動くのか、それ

から調査した成果が、事業に生かされることにならな

ければ、例えば安全面での問題が調査の結果が出たと

きに、その対応は平成25年度まで待たなければないの

か、それとも緊急対応も含めて、調査結果に基づいて

の事業対応は国の対応になるのか、その辺お聞かせ下

さい。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） お答えをいたします。今

回の制度の長寿命化修繕事業でございますが、これは

新しく全国的に自治体で大変困っている状況なわけで

ございまして、それが制度化されたということでござ

います。 

それで、従来のこの橋梁整備事業も依然として補助

事業として存在しているわけでございますので、例え

ばこの事業の修繕、長寿命化修繕事業のその実施は26

年度以降ということになりますけども、従来の事業で

財政事情を見ながら急がなければならないものについ

ては検討して行くことになろうかと、このように考え

ております。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 畑中委員。 

○畑中勇吉委員 79ページの除雪機械整備事業に関し

てお尋ねさせていただきますが、除雪機械整備事業は、

増備なのか補充なのかというのが１点。 

２点目はこれに関して補助があるのかないのか。 

３点目は、もし補充といいますか、前の機械が壊れ

てその部分を、補充的に入れるのであれば、その古い

機械の払い下げの手続きがどのように行われるのか、
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お伺いしたいと思います。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 除雪機械にかかわってお

答えを申し上げます。まず、今回更新する除雪機械で

ございますが、ドーザ11トン級のものでございますが、

老朽化いたしまして整備費とかそういうものが、かさ

んでくるものについて更新しようと、そういう計画で

ございまして、市が保有する９台の車両の中の１台で

ございます。 

それで、これは更新することでございますので、古

い機械はどうするのかということでございますが、近

年、建設業者さんに委託しているわけですがこの委託

業者さんで保有している機械がどんどん減っている状

況にございます。 

そういうことから、従来の機械についても、今まで

は下取りとして金にかえて、要するに購入価格を幾ら

かでも減らすようなことで、対応していましたが、今

年度は下取りに出さないで、市の保有車として確保し

て除雪に、対応してまいりたいと考えているものでご

ざいます。 

これは当然補助事業として考えておりまして、補助

率は、３分の２でございます。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 角産業建設課長。 

○産業建設課長（角伸之君） ただいまの除雪機械に

つきまして、山形町におきましては、７トン級のダン

プを更新するものでございます。 

これは、平成３年に整備したものでございまして、

16年経過することから更新をお願いするものでござい

ます。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 畑中委員。 

○畑中勇吉委員 今ですね、市で保有するダンプです

か、グレーダーのたぐい、その機種をどれぐらい保有

しているのか、それが第１点目です。 

第２点目は、ダンプその１台当りの、年間の平均稼

動日数が何日になっているのか、それが第２点目です。 

 ３点目は補助事業３分の２だということですけれど

も、例えばリース、委託、直というようなことを考え

た場合に、市全体の道路補修なり除雪事業全体のこの

業務量を想定して、リース、委託、直での費用対効果、

それらが除雪購入事業に当たって精査したかとかです

ね、具体的な財政効果指数といいますか、そのような

ものでも割り出して、そういう精査の結果に購入する

とか検討を加えた経過があるのであれば、その点につ

いてもお伺いしたいと思います。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 市の保有車両等にかかわ

る質問にお答えいたします。 

まず、市が保有する車両についてでございますが、

本庁で保有している車両でございますが、ダンプ４台、

グレーダー３台、ショベルド－ザ２台の計９台となっ

ております。 

また、山形総合支所で保有している台数でございま

すが、ダンプトラックが３台、グレーダー１台、ロー

タリー除雪車が１台、ドーザが１台、ホイールローダ

ーが１台計７台、都合16台の保有車両となってござい

ます。 

 それから、稼動日数でございますが、今ここに資料

持ち合せてございませんので後で答えを申し上げたい

と思います。 

 また、その除雪機械のリース又は委託、あるいは直

営の費用体効果は、どうなのかという質問でございま

すが、これは、従来、市が車両を保有して道路維持に

当たってきたという経過は、砂利道が多くあったわけ

でございます。 

それを頻繁に修繕修理して行かないと間に合わない

状態で、それで直営の方が効率的で、実際そのような

対応がいいということで続けてきたわけでございます。 

除雪の場合、冬場は除雪機械として使う、除雪その

ものをリース、委託、直営どちらがいいのかといいま

すとやはり、委託の方が効率的だと考えてございます。 

リースはほとんど、冬期間通じてリースしないと貸

さないというような状況もございますので、それは無

理だと思います。ただ、この市がなぜ保有するかとい

うことでございますが、先ほども申し上げましたが、

建設業者が保有している台数が、どんどん減っている

状況にございます。そうするとやはり、市が抱えて行

う部分もふやして行かないと、冬期間の対応に窮する

ことになるというふうに考えているところでございま

す。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 泉川委員。 

○泉川博明委員 78ページの２目でございますが、こ
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れは市道久喜地内の海岸線の側溝にふたが設置されて

おりませんが、20年度の予算に計上なされているかど

うか、まずもってお聞きしたいと思います。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 久喜の海岸線の道路、市

道久喜漁港線のことだと存じますが、側溝蓋がないと

いう箇所が確かにございます。その延長が百六、七十

メートルあるかなと思っておりますが、そこは水路式

のふたがけができないような形式の水路となってござ

いまして、従来この予算書には、側溝ぶたの計上も維

持管理費の中でしておりますけども、そこの場合はふ

たがけをできるような構造になっておりませんので、

それは難しいかなと考えております。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 泉川委員。 

○泉川博明委員 今課長さんの方から説明いただきま

したが、この道路は比較的に車の通行量が多いわけで

あります。車が交差する場合に、中央線もないわけで

ございますので、緊張の連続で運転に大変支障を来し

ているところでございます。 

もし万が一、通行車両が側溝に脱輪した場合、大け

がにもつながりかねず、非常に危険と思われる場所で

ございます。市長の施政方針でも述べられますように、

安全快適なまちづくりのためにも、早急に整備が必要

と思うのでありますが、今後の計画についてどのよう

な考えを持っておられるのかをお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） お答えをいたします。確

かに、そこの道路の幅員は、５メートル程度かと存じ

ておりますが、スピードを出してすれ違うには、ちょ

っと難しいとは思っております。ただ、全体的に落ち

ぶた式の側溝に改良するということになりますと、一

定の予算も確保する必要があります。そういうことか

らですね、退避場的に20メートル区間とかそういうも

のを一、二カ所設置する検討とか、そういうことが出

来ないか現地を再度調査しながら検討してまいりたい

と考えております。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 泉川委員。 

○泉川博明委員 このことは、２月10日の久喜地区の

地区総会においての、総意でございましたので大変財

政が厳しい中とは思いますが、市民満足度の向上のた

めにも特段のお計らいをよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 地域の皆様の意見を賜り

ながら、検討してまいりたいと存じます。 

○委員長（中平浩志君） 小倉委員。 

○小倉建一委員 何点かお伺いします。79ページの橋

梁点検についてもお伺いします。この点検は、できれ

ば市内の業者でやってもらいたいという考えから質問

しますが、この点検のための資格が必要かどうかとい

うことと、市内の業者で対応可能かという確認をした

いということであります。 

 次に同じ79ページであります、道路新設の関係かと

思いますが、新中の橋田屋町線の橋梁防護さくの整備

という予算が出ております。これは多分鉄道を越える

陸橋かと思います。あそこの防護さくは、支柱は鉄で

できていますが、横の防護さくについては、多分塩ビ

管ではないかなと見ておりまして、簡単に外れるとい

う気がしております。実際に滑って塩ビ管のような物

が外れて、下に落ちたのも見ておりますので、ぜひこ

れは、頑丈なガードレールにしてもらいたいと思って

おりますので、その辺をお伺いしたいと思います。 

 もう一つは、81ページの道路整備ですが、公有財産

購入費と補償補てん及び賠償金で約１億2,000万円の

用地関係費なわけですが、この路線はどこになるかと

いうのをお伺いしたいと思います。 

 もう一つ、79ページに戻りまして、道路新設改良費

の中で道路台帳を毎年更新してつくっているわけです

が、19年度600万円の予算と見ておりましたが、20年

度は、約倍の1,100万円ということですので、この増

額の理由についてもお伺いします。 

もう一つは、85ページになります。市営住宅の整備

事業費、先ほども出ておりましたが、建設構想の中に

給食センター跡にということが出ております。新年度

で基本あるいは実施設計を行うということですので、

大分あそこに入居者、現栄町住宅に入っておりますが、

この入居者からのアンケートあるいは説明会等を開い

ているかどうかというのをお聞きしたいと思います。

入居料が3,000円ぐらいが多いようでございまして、

入居料が高額になると、大変だという人が多いようで

ございます。そういうことで、入居料はどれくらいを
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想定した建物になるのかということと、建物の構造、

26戸を建てるということで一般質問でも答弁があった

ところですが、構造につきましてはどういう構造にな

るのかというのをお伺いしたいと思います。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） お答えをいたします。私

からは、橋梁点検のご質問、それから、市道新中の橋

田屋町線の件、道路台帳の件、それから公有財産購入

費、あるいは、補償費の件これら４点についてご答弁

を申し上げます。 

 まず、橋梁点検の委託業務を市内の業者に発注でき

ないかということでございますが、この事業は専門的

な知識が相当必要になりますので、市内の業者ではな

かなか大変かなというふうに考えておりますが、いず

れ十分検討して実施してまいりたいと考えております。 

次に新中の橋田屋町線の防護さくの事業でございま

すが、これは委員おっしゃるとおりあの路線の防護さ

くが古い基準で設置されたものでございまして、老朽

化が著しいということで、全体で566メートルござい

ますが、全部交換したいというふうに考えているもの

でございます。なお横のビームでございますが、あれ

は塩ビではなく、ステンレス製でございます。 

それから、81ページの道路新設改良費の公有財産購

入費、それから補償補てん及び賠償金の金額はという

ことでございますが、用地費につきましては、上長内

日吉町線ほか11路線の整備にかかわるものでございま

す。 

また、補償費については久慈夏井線ほか18路線にか

かわる経費でございます。 

 それから道路台帳でございますが、道路台帳につき

ましては委員のお話しのとおり、従来更新のための経

費として、五、六百万円を計上させておったものでご

ざいますが、今年度はこれまで課題としておりました、

道路台帳のデジタル化をすべきだという観点で検討し

てきたところでございますが、デジタル化には金額が

相当かかると、5,000万円から6,000万円必要になるも

のですから、いろいろ検討した結果、調書、データの

統合によりまして、山形と久慈分の図面の作成の仕方

が異なっております。旧久慈市の場合は、メッシュ方

式といいまして、久慈市全体の面積を図面で切ってつ

なげておりますが、山形では路線方式と申しまして、

路線毎の図面を作っております。それらを統合しよう

ということで検討しておりましたが、先ほど申し上げ

たような状況から、図面についてはそのまま活用して、

部分的に調書と統合して市民の皆さんの利便に供して

まいりたい、あるいは事務の迅速化を図ってまいりた

いというものでございます。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 田老建築住宅課長。 

○建築住宅課長（田老雄一君） 私の方からは、栄町

の建てかえに伴うご質問にお答えいたします。 

まず、入居者にアンケートしているのかということ

ですが、平成13年にストック活用計画をした際に、一

応建てかえについての質問はしております。それで、

ほとんどの方は建てかえを望んでいるということでし

た。 

それから入居者の家賃の関係ですが、委員の指摘す

るとおり、家賃はこれまでも建てかえをしております

が、２万円から３万円程度になるものと考えておりま

す。その対策としまして、まず入居者のご意見を聞き

ながら、安い家賃の既存の市営住宅の方へ移転を希望

する方には、優先的に移転をしていただくと、それか

ら新しい住宅に入居する方については、家賃を５年間

で段階的に上げていくという激減緩和措置を行うこと

になっております。このほかに、抜本的に家賃を抑え

るために、家賃策定に影響のある住宅専用面積を抑え

ることとか、標準的な設備の採用等、建設面でも考慮

したいと考えております。いずれにしても、入居者に

対しこの予算がとおりましたら説明会を早急に開きま

して、入居者の考えを把握し対処してまいりたいと考

えております。 

それから、構造ですが、24戸ですので、ＲＣ鉄筋コ

ンクリート造り３階程度を考えております。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 小倉委員。 

○小倉建一委員 再度質問いたしますが、橋梁点検の

関係ですが、先ほどの城内委員への答弁でしたか、小

さい橋については職員がやるということで、当然立派

な職員がいるわけですから当然いいわけですが、それ

に比べて市内の業者には出来ないという話では、納得

いかないところもありますので、ぜひ市内の業者でも

行えるような体制でお願いできればと思っております。 

もう一つは防護さくの関係ですが、防護さくで私は、
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塩ビ管やステンレスということではなく、頑丈なもの

をつくって欲しいということですので、その辺の答弁

をお願いします。 

○委員長（中平浩志君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 橋梁点検の業者の選定

に当たりましては、先ほど課長の方からもご答弁申し

上げましたように、かなり専門的な知識、ノウハウを

要するというふうなこともございますが、市内の業者、

優秀な業者もたくさんございます。 

この技術力等検討しながら、市内の業者で出来るの

か、あるいは市外の方を招集しなければならないのか、

その辺は十分検討しながら対応してまいりたいと考え

てございますのでご理解を賜りたいと存じます。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 中の橋田屋町線防護さく

の件についてお答えいたします。丈夫なのをと言うこ

とでございます。そのように、検討して頑丈な物を設

置してまいりたいと考えております。 

○委員長（中平浩志君） この際、畑中委員の質疑に

ついて、答弁を保留しておりましたのでその答弁を求

めます。夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 畑中委員さんからご質問

のございました車両の出動回数、日数についてご答弁

を申し上げます。 

ダンプトラックにつきましては、平均60回、60日程

度、グレーダーにつきましては、平均100日、100回程

度、回といいますか、日でご理解いただきたいと思い

ます。それから、ドーザにつきましては、20日程度。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 79ページ道路維持に係るかと思いま

すが、先日一般質問の中で小国地区の間木平地区から

女供地区の中間の地点が平成18年の災害時に、川から

道路の上までに、20メートルくらい落差があろうかと

思いますが、亀裂が入ってそこにバリケードの設置の

要望を当時した経緯がありますが、素人的に考えれば、

私は災害に値すると思ってきたわけなのですが、災害

の認定に至らなかったようでございますが、そこのと

ころはそれなりの理由があろうかと思いますので、災

害の認定たるものはどういう手順で決められるものな

のか。その認定に至らない部分については、崩落の予

測ができる状況にあるわけですが、現在なおかつ、そ

この場所が崩落をしている。先般の答弁においてはガ

ードレールをつけるコンクリートが打って、擁壁とい

う意味にとらえているのだろうと思うのですけども、

私も現地を見てまいりましたが、確かにガードレール

を付けるための40センチメートルくらいの幅の、10メ

ートルぐらいもあろうかという部分がついていますが、

そこがもう時間の問題で、コンクリ－トの際が見える

なり、底が見えるなりする状況まで崩落をしている現

状でございますので、どのように現状を見て判断をさ

れて、今後どういう手順に基づいて原形復旧をしてい

ただけるか、その見通しに向けた現状はいかなる認識

であるかという点についてお尋ねいたします。 

○委員長（中平浩志君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） 一般質問でもお

話がございまして、市長から答弁を申し上げていると

おりではございます。 

道路脇の土場といいますか、盛り土みたいな、いわ

ゆる議員さんがおしゃってらっしゃいます、のり面の

崩落ということのご指摘でございますが、実はその部

分は、道路構造物ではないということでございます。 

民地でございます。道路は約５メートル幅の部分で

ございまして、その右岸と申しますか、川に向かった

方、右岸でございますが、路肩部分に40センチメート

ル幅の擁壁が打たれてございます。それは、岩のとこ

ろまで擁壁がございまして、その川に向かって外側に

先ほど申し上げました、土場、盛り土の状態の法面に

見える部分がございますが、道路本体の構造に及ぶ状

況はないと私どもは判断しているところでございます。 

なお一昨年ですか、10月の大雨災害の時点において

は、災害微小であるということで道路、河川、両方と

もどちらとも災害の申請はしておりません。 

私どもも現地を見ておりますが、13メートルの幅で、

直高10メートルほどの所の民地が、崩落しているとい

うことに状況的にはなってございます。 

先ほど申し上げましたように現地点におきましては、

道路本体に及ぶ影響がないということから、今後整備

手法については、護岸の洗掘など道路本体へ影響が及

ぶような状況があった場合において、改めて検討して

まいりたいと考えております。なお、緩やかなカーブ

になっておりまして、通行上安全を確保しなければな

らない観点から、崩落した右岸の方に落ちないよう、
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ガードロープ等の処置をし、それからバリケードを張

っているところでございますが、委員さんご指摘のよ

うにガードレールを入れる穴がついておりますので、

それらを活用し、出来るだけ早い時期にガードレール

を設置し、通行される皆さんの安全を確保してまいり

たいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。 

○委員長（中平浩志君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 現状をどの程度直接視察をされて今

の答弁なっているのか理解しにくい部分もありますが、

40センチメートルの幅の擁壁があるとおっしゃってお

りますが、ガードレールをとめるためにコンクリート

を打ったものは確かにございますし、そこにガードレ

ールをつけるための柱を立てる穴がありますが、それ

がどういうわけでガードレールがつかないで、今日に

至っているのか。穴に土が入って、もう草が生えてい

る状況です。本来的であればガードレールをつけるた

めにつくったコンクリートの部分に、ガードレールが

つかないというのは、私はにわかに理解できないです

けども、現状はそういう状態で、そのガードレールを

とめるためにつくったコンクリートの本体が、足元が

もう透けて見える状況になろうかとするくらい崩落し

ている。そこの部分を覆っている部分が、崩れ去って

おる状況ですから、いずれ現時点においては、車が通

る部分は何とか支障がなく通ると思うのですけれども、

いつまでも放置できる状況に、私はないと思いますの

でそこのところは、よくご理解をいただきたいと思い

ます。間違ってそこの場所で大型自動車なりがすれ違

う状況に、暗いときでも寄って行ったとするならば、

私は10メートル下に車が転落する可能性は十分あるよ

うなところであるというご認識をいただきたい。また、

そこが完全に崩れ去るまで現状復帰をしてもらえない

とするならば、あそこの女供地区というところは、小

国の中心部にどのような用事があっても、久慈経由で

用を足さなければならない。学校に来るにしても、山

形村の方に行くにしても、そういう状況にあるので、

なるべく早い段階でそこの現状を復旧していただける

ような形を考えていただきたいということで、もう一

度答弁をお願いいたします。 

○委員長（中平浩志君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 砂川委員に申し上げたいので

ありますが、ぜひ委員も実態といいますか、そういっ

たことにつきまして、もう少し認識を深くしていただ

きたい。私どもは、何も地域の方々が危険にさらされ

ることをよしとしているのではありません。ただ何度

も申し上げているとおり、道路面があって、それが河

川に向かって護岸壁がしっかりと地盤まで接した状態

で守られている。委員がのり面とおっしゃるのはそれ

は法面ではない、このことを何回も申し上げている。

これは民地であるということであります。おわかりい

だだけましたでしょうか。そういうことなので、その

ことの事実をまず踏まえて、ご議論をいただかないと、

あの民地を直ちに直せというご議論しているに等しい

わけであります。したがって私どもは、一つにはそう

いった道路の形状がしっかり守られているかどうか、

道路そのものの崩落があるかないかということを、検

討して、現時点では大きな支障はないこのことを一つ

申し上げておきます。 

もう二つ目にはなぜかわかりませんけども、ガード

ロープ等の交通安全設備が備わっていない。したがっ

てこれについては、検討をしていきましょうとこのよ

うに申し上げているのであります。 

崩落の問題と交通安全の問題を混同してのご議論と

いうものは、なかなかに私ども答えにくいところがあ

る。 

したがって委員におかれましてもぜひ、こういった

制度、仕組みというものをしっかりと認識の上でご質

問いただきたいと思います。 

○委員長（中平浩志君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 83ページになります。街路整備事業

であります。県立病院が旭町の方に移転をしてから、

いわゆる広美町海岸線から大きくシフトをしまして、

今現在、陸橋をかけるというふうなことで平成23年供

用開始の予定で進んでおります。23年の予定で進んで

いると承知をしておりまして、これはこれで当然に緊

急を要する道路だと認識しております。 

一方でこの病院がシフトしたことによって、その緊

急性を要する路線を整備したことによって、本来あの

広美町海岸線が、進捗していく予定に今なっておりま

したが、事業が中断をしていると、私は認識しており

ます。この広美町海岸線の整備事業がどのような、今

後の見通しなっているのかお聞かせを願いたい。 

もう一つは、一般質問の答弁で実は私初めて多分聞

いたことになったのかなと気がしておりますが、平沢
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のことでした。筆界未定ということでなかなかこの路

線整備が苦しいという答弁をいただいた。今日この路

線については、命の路線ということもあって、随分に

議論してきた路線であります。その結果、今回の答弁

で筆界未定という状況になった。多分いろんな議論の

中、これはなんとかしなければということで、本気で

現地に入り始めたら、筆界未定だったということなの

か。もともと筆界未定ということを認識していたのか、

これについてはお聞かせを願いたいと思います。 

それから、道路の地震対策、先ほども橋梁の問題も

出ました。私ども道路特定財源というものを堅持する

立場でいろいろと行動をいたしております。そういっ

た意味でも、地方財政計画で示されたこの一般会計予

算の積算の要因となっている道路特定財源。これを了

としながら私ども今質問しているわけでありまして、

例えば橋梁のこの耐震補修そういった経費がかかると

すれば、これらの経費はどういう財源で補てんされて

いくのか、これらについてもお聞かせを願いたい。社

会基盤整備がおくれている当地域にあっては、私ども

何とかこの道路特定財源を堅持しながら一日も早く快

適な生活をしていきたいものだなと、こんな観点で審

議をしておりますので一つご答弁をいただきたい。 

○委員長（中平浩志君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 広美町海岸線につきま

しては、私の方からご答弁申し上げます。委員おっし

ゃるとおり22年度完成、23年度供用開始に向けて下長

内田屋町線を鋭意整備してございます。先ほど委員お

っしゃったように、新たな需要が発生したということ

で、広美町海岸線を急遽、今の計画に変更して整備し

ていることでございます。 

これの完成を見ながら、今後現在都市計画マスター

プランの策定も行ってございます。さまざまな交通ル

ールに対応する、新たな交通ルールに対応する道路網

の整備等々が必要になってくるものというふうに認識

してございます。 

例えば、現在まで都市計画を決定して未整備にある

ご質問のありました広美町海岸線、あるいは今後にお

きましては県に重点要望等を出してございます、市街

地を迂回する281号のバイパス、これらを考えたとき

に広美町海岸線の重要性、これはまことに必要なもの

と我々も認識してございますが、上長内の区画整理

等々と、本来であれば結束しながら将来のバイパス的

な要素も持ち合わせる路線でございます。そうします

と新たな交通需要にも対応できると。あるいは祭祀、

お祭り等も、現在の市街地を経由しないで通過交通量

は、そちらに排除するという観点等からも、非常に必

要な道路と認識してございます。今後下長内旭町線の

整備を見据えながら、今後の検討課題とさせていただ

きたいと存じます。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 市道平沢線の筆界未定の

認識はどのようにということですが、ご質問をいただ

いたのは、今回だけではございません。以前にもご質

問をちょうだいして、その際に土地の状況は、どのよ

うになっているかということで調査した結果、筆界未

定が多くあるということを認識したところでございま

す。 

もう１点ご質問をちょうだいしたわけですが、橋梁

の長寿命化等を図る際の財源はどのようになるのだと

いうことですが、当然委員お話しのとおり道路特定財

源等補助事業を我々はお願いして、その改修・対応に

努めて行かなければならないと思ってございます。 

市長を先頭に道路財源確保のため、精力的に要望活

動を行っているところでございまして、大変重要な財

源であると認識してございます。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 広美町海岸線１点。新たなマスター

プランそういう中で検討していくと、重要度について

は認識している。ただですね、実は私が懸念している

のは、広美町海岸線は本来もうできているくらいの路

線だったと認識しております。ご承知のとおりロイヤ

ルカワサキから広美町に抜ける側に、ガードレールが

あります。つまり中断をしている状況下にあるという

ふうに当然認識しているし、地元の方々もこれがいつ

延伸してくるのかということで、まさに期待をしてい

る状況を演出していると認識しております。 

一方で路線の延長上に、新たな住宅が建てられてい

るという――私の見間違えかどうかわかりませんけれ

ども、そういう話もちらほら聞こえてきます。 

そうすると、一方で期待感を持たせながら、一方で

もうこれはパーになったのか、事業はもう中断という

よりもここで終わりなのかというような、この感覚を
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持って地元の住民が注視をしている状況にあります。

答弁をいただきたいと思います。 

○委員長（中平浩志君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 広美町海岸線でござい

ますが、これは都市計画決定をしている街路でござい

ます。都市計画決定をしているということは、整備を

前提とした路線と、我々はこう認識をしておりますが、

いずれ先ほどもご答弁申上げましたように、下長内旭

町線の整備の状況を見ながら、当然必要な道路である

という認識もございますので、今後財政事情等もござ

いますが、いずれ検討してまいらなければならない路

線であるというには認識してございます。 

それから、路線上に民家が建ち並ぶということでご

ざいますが、長く整備が進まないと当然そのようなこ

とにはなってくるわけではございます。いわゆる都市

計画決定をしている路線でございますので、建築の際

には、都市計画法上の建築確認をする際に、建主につ

いては、ここはそのような道路になってございますの

で、整備の際は移設をお願いしますということでのお

願いしてございます。当然補償費も出るわけではござ

いますが、いずれそういう形で住宅の方々には、道路

の整備についてご理解をいただいているところでござ

いますが、今後についても検討して参りたいと考えて

ございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 ３点お聞かせをいただきます。第

１点は、小久慈の秋葉と大川目の生出町の市道を結ぶ

路線の市道編入問題です。これまでもいろいろご苦労

いただいてきているわけですが、なかなかにいい状況

とは聞いていません。これまでの進捗状況についてで

すね、今時点でどういう状況になっているのか、改め

てお聞かせいただきたい。 

第２点は、河川改修にかかわりますが、長内川の新

街橋付近の県の堤防工事です。非常に期待をしている

わけですけどもなかなか進みぐあいが見えてこないと

いうので、どういうスケジュールで図られるのか改め

てお聞かせいただきたいと思います。 

３点目、市営住宅にかかわって入居基準、収入基準

が、若干下がる予定ですか。そうなると、結果として

家賃の負担増なる層も出てくるかもしれません。ある

いは場合によっては中堅どころの人たちがなかなか入

れなくて、高齢者だけになって団地自治会の活動等も

非常に寂しくなるのではないかというような懸念もあ

るわけですけども、その辺のところどういう流れなの

かお聞かせをいただきたいと思います。 

○委員長（中平浩志君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 先ほどですね、私が道路特定財源に

触れて質問した経過があるし、予算書がそういうのを

ベースにして今回の一般会計の予算があると。そうい

う中にあって、小野寺委員は道路の進捗状況とか、道

路整備をすることを前提としてお話をなさっているわ

けですけれども、普段道路特定財源については、反対

している立場をお持ちのようですので、その辺と質問

の部分を、もう少ししっかりとしながらですね、ご議

論いただかないと、どうも･･････ 

    〔発言する者あり〕 

○濱欠明宏委員 これは、委員会ですので、別段本会

議と違いますので、私なりの考え方を述べながら一つ

聞かせていただきたいものだな、財源についても触れ

ていただきたいものだなということでよろしくお願い

します。 

○委員長（中平浩志君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 私の方からは、長内川

の未提区間の進捗状況かかわって、ご答弁申し上げま

す。用地の相続が困難な方がいらっしゃいまして、そ

の１人の方の解決に向けて鋭意取り組んでいると、県

の方から伺ってございます。見通しが明るいというこ

とを聞いていましたが、今年度の着工に至るかどうか

までは確認していませんが、今用地の方の解決に向け

て鋭意取り組んでいるという状況と聞いています。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 私からは市道大川目線の

延長、小久慈側から大川目線途中までなってございま

すが、それを経て林道を通って火葬場までの道路でご

ざいます。現在の状況は、地権者の方が５名ございま

して、２名の方からはおおむね了承をいただいている

という状況にございますが、残る３名の方は、なかな

かご理解をいただけずに、難航しているというような

状態であると認識しているところでございます。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 田老建築住宅課長。 

○建築住宅課長（田老雄一君） 家賃改正に伴っての
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流れということでご質問いただきました。公営住宅法

の部分で改正がありまして、平成21年度から、家賃体

系が若干変わってきます。それで、これまで入居者の

入居基準が20万円であったのが15万8,000円というこ

とで、４段階ありましたけれども、これがそれぞれ引

き下がることになります。先ほど、家賃の負担が多く

なるのではないかというお話ですが、家賃算定につい

ての基礎となります家賃算定基準額というのがござい

ます。これも必然的に下がってきますので、家賃とす

れば変わりないものと考えております。 

それと例えば利便性係数の考え方も、これまで0.7

ということでしたけれども、これ以下でもよろしいと

いうような事業主体の判断もありますので、基本的に

は影響ないものと考えております。 

入居者の収入が減って高齢者等が多くなるのではな

いかというお話ですが、基本的には全体として収入が

皆さん下がっている状況ですので、これにも変わりが

ないものとこちらでは考えております。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 佐々木委員。 

○佐々木栄幸委員 79ページ道路新設改良事業、２億

7,355万円の内容ですけれども、一般質問の中で長内

中学校の通学路の確保についてお聞きしたときに、測

量調査が8,000万円ということでしたが、測量の内容

と工事の開始、それから予定は長内中学校の幸橋のと

ころまでのようですが、それ以降の上方、それ以降の

宮城建設のプラントですか、そちらの方までやるべき

ではないかと思っておりますし、住民もそのように熱

望、希望しております。前回の鹿糠教育長の答弁では、

住民からの意向を聞ききながらという答弁がありまし

たので、その辺をお聞きしたいし、それからその歩道

をつくる場合の一般的な、メーター的な単価が通常ど

れくらいするのかお知らせしていただきたいと思いま

す。 

○委員長（中平浩志君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 市道上長内日吉町線の歩

道整備にかかわっての、ご質問にお答えをいたします。

まず今回予定している測量設計の業務でございますが、

全体延長2,700メートルを予定してございます。これ

は、上長内の旧国道タッチから日吉町の小久慈小学校

から日吉町に向かってきた市道の接点でございます。

それまで、2,700メートルございます。ご質問の中で

それ以上にというお話しもございましたが、一定区間

を設けて今回計画しているということでご理解を賜り

たいと思います。 

また、全体的なこの確かな事業費というのは今回平

成20年度の業務をもって定まるものでございますが、

概算額で約３億6,000万円程度を見込んでいるもので

ございまして、これは今後の財政状況等もございます

ので何とも言えない部分もございますが、３年ぐらい

で何とか早期な整備が図られればと考えているところ

でございます。以上でございます。 

メートル当たりの単価は、全く概算でございますの

で、2,700メートルで３億6,000万円でございます。比

較的用地も市街地の場合は高くなりますので、少し高

めの歩道になるのかと考えているところでございます。 

○委員長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。９款

消防費、説明を求めます。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 84ページの中段にな

ります。９款消防費、１項消防費でありますが、１目

消防総務費は６億7,723万8,000円を計上。 

２目非常備消防費は8,132万4,000円を計上。 

３目消防施設費は9,469万2,000円を計上。新たに久

慈消防署山形分署改築事業費を計上いたしました。 

86ページになります。４目水防費は144万1,000円を

計上。 

５目災害対策費は2,171万8,000円を計上。前年度と

比較して3,151万3,000円、59.2％の減でありますが、

主に防災行政無線施設統合事業費の減であります。消

防費は、合わせて８億7,641万3,000円を計上いたしま

した。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 質疑を許します。藤島委員。 

○藤島文男委員 それでは、85ページ消防団員被服等

購入ということですが、具体的にどういう被服を予定、

準備されるのかご答弁願います。 

○委員長（中平浩志君） 繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君） ただいまのご質問に

お答えをいたします。 

消防団の新入団員約30名を見込んでおりますが、そ

れのはんてん、それから地下足袋、それから活動服で

す。こういったものと、前年度活動服を山形地区の消

防団の方に貸与しておりますが、残り400人分の活動

服の計上でございます。 
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以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 藤島委員。 

○藤島文男委員 このことについて、再度お尋ねしま

すが、活動服の400名分が準備出来れば全部終わりに

なりますか。というのはここしばらく見てきたのです

が、部隊の服装というのは統一されていなければ、士

気にかかわりますから、その点を案じての質問でした。

それが今度の予算で統一出来るということは、大変結

構なことだと。ご苦労しながら、予算を計上したので

頑張って下さい。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 ３点です。一つはですね、防火水槽

の用地に対する固定資産税の減免について、たしか前

年の議会等で申し上げたら、新年度から考えると答弁

ありましたが、それが具体化されたのかどうかが第１

点です。 

それから非常に防火水槽設置する際に、用地の確保

に苦労している地域もあり、苦労をかけていますけれ

ども、新たに設置した場合に、古い防火水槽にはふた

だけあって、吸入管を入れていますが、今の新しい防

火水槽は上に消火栓みたいなのを設置されて、非常に

使いやすいというか、改善されているようなのですが、

これは順次古いのを含めて今後実施していくのかどう

か。これから更新あるいは新設していく場合に、あの

ような形になるのか。使い勝手がよいのではないかと

感じたので、そういうことについてのお考えお聞かせ

いただきたいと思います。 

それから防災無線についてですが、デジタル化を図

りたいという方向が出ていますけども、それはどうい

う計画になっているのか。よく聞こえないという状況

が地域から聞こえます。そしてですね、防災課の方に

申し上げたら、点検をしたらブレーカーが下がってい

たと。例えばスピーカーが三つ、３方向についている。

こちらの方向だけ聞こえないというのがあるのだそう

です。調べたらラッパのブレーカーかどうかわかりま

せんが、下がって声が出ていなかったというのがある

ようですが、そういった点で地域に行ってみて、さっ

ぱり聞こえないよということで調査したらそういうこ

とがありました。これについてですね、点検の仕方と

いうのは当然地域の方でないと分からないわけですか

ら、例えばスピーカーの方向についてこの方に点検を

頼むということを行わないと、防災無線で流したから

いいのだということになって、結果としてブレーカー

が下がっていて聞こえなかったというのがあるわけで

すから、そういった点では日常的に、例えばこの柱は、

この方向は誰とかという形で市民の協力を得るといい

ますか、そういった協力体制、そこに消防団がいれば、

そういったことを点検していただくということもお願

いできるでしょうけども、そういった形でケアがない

と、結果として聞こえない、届いていないということ

が出れば、いざ鎌倉というときに防災無線の役割を果

たせないという状況が、出てくるのではないかと心配

するものですからお願いしたい。 

そのブレーカーがなぜ下がるのかと。例えば、雷が

落ちて下がるのか、下がる原因について、デジタル化

にすればそういうことが無いのか、今の状況だからな

るのか、そこも含めてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

それから岩手県の防災ヘリコプターの負担金199万

8,000円が出ておりますが、この防災ヘリは県が管理

しているかと思いますが、要請基準についてどういう

場合にこちらから要請できるのか。要請して出動した

時の費用負担というのは、自治体それぞれ要請したと

きかかるのかかからないのか、それを含めてお聞かせ

下さい。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君） 防火水槽の減免につ

いては税務課の方において取り進められていると聞い

ております。 

それから、防火栓のご質問でございますが、新設水

槽については、すべて防火栓を設置してございます。

委員のご指摘のとおりですね、例えば防火水槽の上を

駐車場にしたいとか、それから冬期間凍っていると、

そういった場合に、配管を直接水槽の方につないでポ

ンプ車で直接くみ上げて、マンホールを取る必要がな

いということで、画期的な装置ございますが、新設の

物については、現在すべて設置しています。既設につ

いては、予算がかかるので現在のところは計画をして

おりませんが、いろいろ地権者の方から駐車場にした

いとかいろいろご要望があった場合は、それを進めて

まいりたいというふうに考えております。 

それから、防災行政無線のデジタル化というご質問
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でございますが、これについては消防救急無線につい

ては、平成28年と聞いておりますが、防災行政無線に

ついては、まだ期日が国の方からはっきり示されない

状態でございます。 

それから、防災行政無線のブレーカーが下がるとか、

スピーカーの位置等のご質問でございますが、まずブ

レーカーの下がる原因というのは、ほとんど落雷でご

ざいます。落雷が発生すれば、ブレーカーが下がって

電源が切れているという状況でございます。それとス

ピーカーについては、設計上住宅地に向けて、出来る

だけ角度を変えて設置しているのですが、苦情があっ

た場合ですね、もう一回その苦情のたびに現地に行っ

て、そのスピーカーの調整をして 善をつくしている

という状況でございます。久慈地区に160カ所、それ

から山形地区に17カ所の子局が設置されておりますの

で、住民の方の協力とか、消防団員の協力がなければ、

なかなか当課としては把握し切れない部分がございま

す。 

それから、防災ヘリの質問でございますけども、防

災ヘリの運用については、災害活動、訓練、救助活動、

救急活動、さまざま要請項目があるのですが、それに

かかる費用というのは、各市町村が負担をしておりま

すけれども、要請をしたことによって負担がふえると

いうことではありませんで、この負担金で賄われると

いうことでございます。 

○委員長（中平浩志君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 防火水槽の用地の固定資産税の減免

については、総務課で云々という答弁がありましたが、

これは総務部長から、確認しておきたいと思いますの

で、お聞かせいただきたいと思います。 

それで、ブレーカーの原因は雷だったということは

分かりました。そうしますと私は、消防防災課ではど

の地域にどういう、気候というか雷が、例えば、久慈

市内の小久慈方面に鳴っているとか、大川目方面に鳴

っているとか、あるわけですね、そういった情報があ

るわけですから、そういった意味では、雷によってブ

レーカーが落ちるという可能性がある部分については、

確認するというか、そのような手立てをする必要があ

るのではないかと思います。 

それからその160本と17本で177本あるわけでござい

ますけれども、それ地域地域とのかかわりで、私は防

災無線を地域との関係でもう少し、管理せよとは言い

ませんが、きちんと聞こえるか聞こえないかについて、

やはり地域の協力を得るということがないと、私はせ

っかく立っていても、役にたたないというところがあ

るので、そういった点での協力をし合うというか、情

報についても雷が落ちたときは、そういったことがあ

りますので、そういう点検をして下さいというのを、

いずれ情報で流すとか、そのようなことをしていただ

きたいと思います。そうしますと、やはり正確な情報

が流れるということになるのではないかと思いますの

で、お聞かせいただきたい。 

それから、防火水槽の防火栓をつけるということに

ついては、新設の場合はつけていくのだと。既設につ

いてもその地権者から要望があれば、対応するという

ことでございますので、そういった点ではぜひ積極的

に、こういうことは対応しますということは知らせな

いと。せっかく協力をして使わせている地権者が知ら

ないと、なんとかもう少し活用したいと言っても、無

理かなということでは困りますので、やはりそういっ

た情報については、そういう対応が出来ますという―

―予算もありますから、それは即座にできないとして

も、何年度計画、あるいは今年は何基できますからと

いうように、そういった点で地権者の要望にこたえる

ような、対応をしていただきたいと思うのでお聞かせ

下さい。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君） 防災行政無線の関係

でございますけども、これも先ほど申し上げたとおり、

消防団とよく協議をして、どうしたらよいのかという

ように慎重に協議を重ねて進めてまいりたいとこのよ

うに思います。 

それから防火栓の関係でございますけども、今委員

ご指摘のとおり、どんどん進めていくべきではあるの

ですが、財政事情の関係もございまして、新設にとど

まっているわけですけれども、先ほど言いましたとお

り、地権者から強力に駐車場にしたいといった関係の

要望等がありましたら、改めて対応してまいりたいと

考えておりますのでご理解をいただきたいとこのよう

に思います。 

○委員長（中平浩志君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 税関係の所管は、市

民生活部ではございますが、私どもの方では、市民生
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活部へ申し出をいたしまして、減免をする方向で今協

議をして、間もなくそのように調うだろうということ

で考えているところでございます。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 泉川委員。 

○泉川博明委員 昨日宮古沖ですかね、本県で２カ所

目のＧＰＳの波浪計が設置されたことは、ご承知のこ

とと思いますが、このＧＰＳ波浪計は当然久慈沖にも

必要なわけでございますが、今後の設置見通しについ

て、 新の情報がございましたらばお聞かせ願いたい

と思います。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 山内市長。 

○市長(山内隆文君) ＧＰＳの設置についてでありま

すけども、昨日もニュース等で報道されておりました。

東北地区に計10基、そして太平洋沿岸に７基、日本海

側に３基と、こういったことになっている計画と承知

をしております。 

それで、現在20年度予算において、国において措置

をしたいというふうに伺っておりますが、これも国家

予算通過後ということになろうかと思います。いずれ

このＧＰＳ設置費等はですね、湾口防波堤等々国直轄

事業の中に組み込まれているとも承知しております。

したがって港湾予算そのものが伸びていかないと、な

かなかに設置がおくれてくると、こういった状況もあ

ります。私どもとすれば、市民の生命財産を守るため

に、湾口防波堤の築造にあわせて、このＧＰＳ波浪計

の設置についてもかねてより願ってきたところであり

ますが、これが20年度予算の中で措置される見通しと

伺っているところであります。 

○委員長（中平浩志君） 上山委員。 

○上山昭彦委員 84ページの消防施設費の方で、消火

栓設置工事についてお伺いいたします。芦ケ沢地区に

大きなガスの供給会社があるわけですが、その付近に

民家も点在しております。そこには消火栓が１本も無

い状況が続いております。地元の消防団も懸念してい

る部分ではございますが、この設置工事に芦ケ沢地区

の消火栓が入っているかどうかお聞かせいただきたい

と思います。 

○委員長（中平浩志君） 繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君） ただいまのご質問に

お答えいたします。水道事業所と協議をして進めてま

いりたいとこのように考えております。 

○委員長（中平浩志君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 １点お聞かせ下さい。85ページ

の消防ポンプ自動車の整備について、それぞれの配備

先はどのようになりますか教えて下さい。 

○委員長（中平浩志君） 繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君） 20年度整備計画でご

ざいますが、長内地区下長内それから夏井の早坂に自

動車ポンプの更新を予定しております。 

それから小型ポンプ積載車につきましては、田屋町

それから夏井の門の沢地区に予定してございます。 

そのほかには、団指令車の更新を考えてございます。

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。この

際、昼食のため暫時休憩いたします。再開は、午後１

時といたします。 

午前11時51分   休憩 

                          

午後１時00分   再開 

○委員長（中平浩志君） 休憩前に引き続き委員会を

開きます。歳出、10款教育費、説明を求めます。末﨑

総務企画部長。  

○総務企画部長（末﨑順一君） 86ページの下段にな

ります。10款教育費、１項教育総務費でありますが、

１目教育委員会費は、309万6,000円を計上。 

２目事務局費は１億8,149万円を計上。前年度と比

較して866万1,000円、5.0％の増でありますが、くじ

かがやきプラン事業費の増や、新たに久慈小学校建設

構想策定委員会経費、ＡＥＤ設置経費の計上によるも

のであります。 

88ページになります。３目教員住宅費は554万8,000

円を計上。 

４目教育職員研修費は16万5,000円を計上。 

５目教育研究指導費は2,938万2,000円を計上。教育

総務費は、合わせて２億1,968万1,000円を計上いたし

ました。 

90ページになります。２項小学校費でありますが、

１目学校管理費は２億8,020万4,000円を計上。前年度

と比較して918万3,000円、3.4％の増でありますが、

主に学校施設耐震診断補強事業費の増によるものであ

ります。 

２目教育振興費は9,606万1,000円を計上。前年度と
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比較して6,204万1,000円、182.4％の増でありますが、

前年度、情報処理教育振興事業費を国の補正予算に対

応し３月補正予算に前倒し計上したことによるもので

あります。 

３目学校建設費は来内小学校改築事業費3,500万円

を計上。小学校費は、合わせて４億1,126万5,000円を

計上いたしました。 

 ３項中学校費でありますが、１目学校管理費は２億

1,803万3,000円を計上。前年度と比較して4,338万円、

24.8％の増でありますが、主に学校施設耐震診断・補

強事業費の増であります。 

92ページになります。２目教育振興費は9,229万

7,000円を計上。前年度と比較して6,101万1,000円、

195.0％の増でありますが、小学校費と同様、前年度、

情報処理教育振興事業費を３月補正予算に前倒し計上

したことによるものであります。中学校費は、合わせ

て３億1,033万円を計上いたしました。 

 ４項社会教育費でありますが、１目社会教育総務費

は２億7,563万8,000円を計上。前年度と比較して

2,058万6,000円、8.1％の増でありますが、外里遺跡

発掘調査事業費の増や、新たに文化財保管展示施設整

備事業費の計上によるものであります。 

94ページになります。２目公民館費は3,602万9,000

円を計上。 

３目図書館費は1,984万7,000円を計上。 

４目文化会館費は１億4,757万1,000円を計上。前年

度と比較して2,707万4,000円、22.5％の増であります

が、主に山村文化交流センター費の計上がえによるも

のであります。 

96ページになります。５目三船十段記念館費は

1,872万2,000円を計上。社会教育費は、合わせて４億

9,780万7,000円を計上いたしました。 

 ５項保健体育費でありますが、１目保健体育総務費

は１億7,577万1,000円を計上。前年度と比較して

2,213万円、14.4％の増でありますが、主にＢ＆Ｇ山

形海洋センター費の計上がえによるものであります。 

98ページになります。２目野球場施設費は573万

7,000円を計上。 

３目学校給食費は11億5,322万9,000円を計上。前年

度と比較して６億8,575万4,000円、146.7％の増であ

りますが、主に学校給食センター建設事業費の増であ

ります。保健体育費は、合わせて13億3,473万7,000円

を計上いたしました。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 質疑を許します。髙屋敷委

員。 

○髙屋敷英則委員 それでは３点について、ご質問を

申し上げます。 

１点目は89ページの下段でございます。問題を抱え

る子ども等の自立支援事業費ということですが、これ

はどういう内容なのかということが第１点。 

それから第２点目は90ページ中学校費に関連いたし

まして、私一般質問でこの霜畑中学校の統合について

ご質問申し上げたわけでございます。しかしながらそ

れに対する答弁の中で残念ながら、25年という統合ま

での歳月をかけた霜畑地区住民の苦汁の決断というも

のに対する当局の感謝とか、そういうような気持ちの

こもったご答弁が得られなかったと、非常に残念に思

っているわけでございます。 

また、この25年の間には大変この問題に携わった多

くの方々がいらっしゃるわけでございます。そういう

方々に対する、その努力に対して敬意を表するとそう

いう意味でも、私はここで久慈の教育のあり方、取り

組んで行くその姿勢というものを、きっちりと示して

いただいて、そして霜畑地区住民の皆さんに今後に不

安を残さないようなそういうようなメッセージという

ものを、教育基本理念というようなものを示していた

だいて、それによってメッセージを送っていただきた

いとこのように思うわけでございます。その点ご披露

願いたいと思います。 

それから第３点目でございますが、内間木洞の問題

でございますけども、内間木洞の保護と活用というこ

とについては、ご答弁をいただきました。しかし、も

う一度確認の意味で保護と活用についての基本的な考

え方について伺いたいと３点お伺いをいたします。 

○委員長（中平浩志君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 私から霜畑中学校統合に

関しましての、ご質問にお答えしたいと思います。 

霜畑中学校の統合につきましては、旧山形村時代か

らの課題、長年の懸案事項ということで、新市に受け

継がれた内容でございます。これにつきましては合併

協定の協議事項にも入っておりましたので、鋭意この

実現に向けて教育委員会といたしましては、取り組ん

ではきたと考えております。地域の方にも平成18年に
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は８回ほど、それから平成19年度には４回ほど地域の

方に足を運びまして、地域の方々と膝を交えての話し

合いをさせていただきました。この中で、いろんな、

様々な懸案事項、不安材料、これらを提案していただ

きました。また、アンケート調査もしていただきまし

た。これらの中で地域の皆様、長い伝統を誇った地域

での学校のあり方をいかがいたしましょうかという私

どもの提案、子供たちの教育の現場を、教育環境の整

備をというところでの、私どものお話を受け入れてい

ただきまして、本当にありがたいと考えております。

ぜひこれについては、不安、懸案事項については、す

べて解消してまいりたいと考えておりまして、特にも

統合までの道のり、それから統合後の不安、子供たち

の立場に立って不安についてはできるだけ解消してま

いりたい。すべて解消するために頑張りたいという決

意を、地域の方々にはお話をしてきたつもりでござい

ます。 

そういうことで決して一般質問の際に、感謝の気持

ちをと言う話でございましたが、私どもとすれば一般

質問の際にはご質問の要旨に沿った内容についてお答

えをしたということで、そこまで言及しなかったこと

については、配慮を欠いたと考えておりますが、子供

の学習環境を整えるというところで私どもは地域の

方々とお話し合いをし、その実現に進んだということ

で、ぜひ委員にはご理解を賜りたいと考えております。

以上です。残りについては各担当課長の方からお答え

させていただきます。 

○委員長（中平浩志君） 小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋正嗣君） 私の方から問題を抱

える子ども等の自立支援事業の概要について、ご説明

申し上げます。 

大きく分けまして不登校対策が１点でございます。

平成８年度から適応指導教室、あすなろ塾これも絡め

て平成19年度からの継続事業でございますが、その指

導員の報酬がまず１点でございます。 

２点目、専門機関等によりチームを作りまして、生

徒の問題行動の対策、ケース・バイ・ケースでサポー

トチームをつくりまして、そのケースに対応するとい

うことでございます。あわせまして一般質問でもご答

弁を申し上げましたが、子供たちへの心理検査そうい

ったものを県の委託事業で行うものでございます。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 一田社会文化課長。 

○社会文化課長（一田昭彦君） 内間木洞についての

ご質問にお答えいたします。 

内間木洞はご存知のとおり昭和41年に岩手県指定の

天然記念物に指定されまして、その際に洞窟及び洞内

に生息する動植物も指定されております。 

教育委員会といたしましては、この天然記念物を保

護するという観点から、基本的にはこれまでも調査研

究学習を目的にしている団体の場合にのみ、入洞を許

可しているものであります。この間の一般質問でも答

弁いたしましたとおり、基本的にはこの考えで進みた

いと思いますが、一方ではせっかくのこのような貴重

な文化財を活用すべきという声があるというのも、ま

た我々も聞いております。この保護と活用というもの

につきまして、これから例えば専門家の意見を聞いた

り、生態系の専門家の意見を聞いたり、あるいは洞内

のモニタリングとか洞内環境の変化等を調査したり、

安全確認等も調査しながら、いろいろな面についても

協議して、保護と活用についても検討してみたいと考

えております。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員 ありがとうございました。まず、

第１点目の、問題を抱える子ども等の自立支援という

ことですが、内容的にどうのこうのという質問ではな

いのですが、私この事業・制度の名称についてです。

問題を抱える子どもというような表現ですけれども、

これが気にかかりました。子供が内的に抱えている問

題なのか、あるいは対外的に子供に降りかかっている

問題なのか、制度そのものが、おそらく市の単独では

ないでしょうから、こういう名称で制度があるのだと

思いますが、私はもう少し制度の名称として表現のし

ようがあるのではないかと思います。少し違和感があ

るなということで質問を申し上げたわけでございます。 

それから、２点目の霜畑中学校のことなのですが、

私は教育委委員会が、いろいろ努力してきたことも分

かります。新久慈市の教育委員会も努力をしてきたの

だろうと思います。そして旧山形村の教育委員会、教

育関係者も努力してきました。いかに努力をしてきた

かということではなくて、今回その苦汁の決断をして

本当に清水の舞台からでも飛び降りるような、そのよ

うな思い切った気持ちで、統合を来年度からというこ
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とで決断していただいた、やはり住民の皆さんに一言

でいいから、ありがとうございます、感謝しますとか、

あるいは、今まで頑張ってきてくれた人たちに対して

ご苦労さんでした、ありがとうございます、その一言

をやはり聞きたいなということで、ご質問を申し上げ

たわけでございます。 

それから、内間木洞につきましては、今までの議論

からいうとちょっと踏み出したようなお答えをいただ

きました。ありがとうございました。まさにそうだと

思います。保護と活用ということで、今まではどちら

かというと、県の文化財指定であるということで、な

かなか教育関係以外には開放出来ないというような、

紋切型の答弁が多かった。きょうもそういう答弁であ

れば、またこれは同じことを毎回議会で一年じゅう繰

り返して前進のない議論をしたくない、ある意味では

ここで決断をしていただこうかという思いで質問した

わけでございます。もうご承知のように、内間木洞、

県の文化財指定でございますけれども、例えば安家洞

ございますけども、これは国の指定でございます。国

の指定であるにもかかわらず入洞料金を取っているわ

けです。それから、龍泉洞もそうですね。国の天然記

念物になっております。ご承知のように龍泉洞は、文

化財保護と言ったらいいのか、観光の目玉と言ったら

いいのか、そういう形で取り組んでいます。旧山形村

の場合もそうですが、あそこにビジターセンターを建

設したわけです。その時に周辺用地を取得しました。

そして同時に、旧山形村の村勢発展計画の中には、内

間木洞を活用して地域の振興を図っていくのだと、そ

ういう形で村勢発展計画というものにも記されている

わけでございます。ですから文化財保護の一辺倒とい

うことではなくて、自治体そのものが自治体の判断に

よって、その活用というものを探ってきた。そしてそ

ういうものが、去年からいろいろな内間木洞を中心と

したイベント事業等を見ますと、大変大勢の皆さんか

ら、ご協賛をいただいて、盛大に内間木洞まつりも行

われました。本当にあんなに内間木洞に人が来るのか

というくらい、旧久慈市の皆さんにも来ていただきま

したし、あるいは周辺の自治体の皆さんにも、住民の

皆さんにも来ていただきました。大変な人でにぎわっ

たわけでございます。それから２月に行われました氷

筍観察会でございますが、旧山形村ではこれは社会教

育事業として、大体そういう企画をすると30人から35

人くらいしか参加しなかったのです。今年の氷筍観察

会には、260名の大勢の方々が参加をしておられる。

ですからその時に旧山形村という自治体が一つの方向

で内間木洞をそのようにやっていきましょうというね

らいが、今ここへ来て大きな成果を得て、この地区の

住民の皆さんからご理解をいただいて、大きく伸展し

ようとしているのです。こういうような事柄をやはり

踏まえながら、これは単に教育委員会が文化財の保護

と活用という部分でだけでものを考えるというような

問題ではないのだろうと、これは自治体としてどうい

う考え方でもってこの内間木洞の保存と活用というも

のを考えていくのかと。これは文化財保護とはいって

も、県に指定されたから県のものだというわけではな

い。ものは県のものではありません。久慈市のもので

す。そういう意味で指定はしたけれども、その利活用

については自治体にある程度任せるというような中身

になっているのです。 

そういうところを踏まえてですね、私はきょうの答

弁大変評価したいと思いますし、この際でございます

ので、この件に関しては単に教育委員会ということで

はなくて、自治体の 高責任者である市長さんにも一

言ご答弁をいただきたいとこのように思います。 

○委員長（中平浩志君） 山内市長。 

○市長(山内隆文君) 内間木洞の保護と活用といった

テーマについて、再度私に対してのご質問がありまし

た。委員ご指摘のとおり、内間木洞は地域の大きな財

産である。また、同時に当市にとっても大きな財産で

あるとこのように認識をいたしております。したがい

まして今後の利活用に当たっては、その価値を減ずる

ようなことがあってはならない。これは守らなければ

ならないものだと、このように思っておりますが、そ

の上でどのような活用が可能であるのか、これは十分

に検討を積極的に進めていく必要があると、このよう

に思っております。 

○委員長（中平浩志君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君）問題を抱える子ども等の自

立支援事業の名称についてです。補助事業の名称でご

ざいますので、この趣旨については県教委の方に伝え

て、改善方出来るのであればお願いしたいと考えてお

ります。 

それから霜畑中学校の統合関係でございます。決し

て地元の方々に感謝の言葉を忘れておったということ
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ではございませんので、集まりの際にもそういう話は

一生懸命させていただいておりますし、改めてこの場

では本当にありがたい決断をさせていただいたと、子

供たちの将来のことを考えていただいた決断を、本当

にしていただいたとこういう気持ちで一杯でございま

す。これに報いるのは、私どもの方では円滑な統合作

業、子供たちが心配しないで、新しい学校で勉学に励

めるように、また子供たちが大きく成長していけるよ

うに、こういう環境を整えるのは、教育委員会として

の役割だと考えております。ぜひ、地域の方々も子供

たちのことを見守っていただきたいと、こう考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 佐々木委員。 

○佐々木栄幸委員 中学校費について、質問したいと

思います。 

一般質問でも長内中学校の通学路の安全対策と題し

て、質問したわけですけども、やはり子供たちの安全、

そして子供たちの命の安全を守るためにも、やはり早

急に関係所管の方とも連絡を取りながら進めていくべ

きものと思います。その辺の委員会の方の思いをお聞

きしたいと思います。子供たちの命の安全を考えなが

ら早急にということで。 

○委員長（中平浩志君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 私どもの方は小学校23本

分校、中学校11校ありますが、子供たち約4.000人に

なりますけども、学校の子供たちの安全対策、これに

ついては各学校で年度当初に危険区域の点検とか見回

りとか、それらを確認した上で、それを年間対応して

行くというようなことで、子供たちの登下校の安全対

策に努めているというところでございますので、ご理

解賜りたいと思います。 

○委員長（中平浩志君） 佐々木委員。 

○佐々木栄幸委員 さらにお願いですが、その観点

からもこの長中の通学路の確保について、来年度の補

正にもつけ加えていただくべく担当課と相談しながら

やってもらいたいと思いますが、その考え方をお願い

します。 

○委員長（中平浩志君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 先ほどもご答弁申し上げ

ましたとおり、全市的な子供たちの安全対策、これに

ついては万全を期してまいりたいと、ただこれについ

てすべて100％単年度でかなえられるかということで

ありますと、財政的な負担は大変大きなものもござい

ますので、それについては優先度等を考えながら、関

係部局との協議等でそれらを順次進めていくと、整備

を進めていくという方途しかないと承知しております

ので、委員にはご理解を賜りたいと思います。 

○委員長（中平浩志君） 梶谷委員。 

○梶谷武由委員 数点にわたって質問をしたいと思い

ます。 初に、新年度の教育予算を編成するに当たっ

て、教育委員会のかなめである教育長が不在の中で行

われたわけですが、市長はこれまで教育長の選任に当

たっては、慎重に検討を行い、適切な時期に選任を行

うと、話されていたわけですが、これまで話されたの

がいつになるかと思ってずっと待っていて、いまだに

まだ選任されないままきているわけです。教育委員会

は５名で構成されていて、そのかなめである教育長の

不在と、こういうことで、本来であればもっと早い段

階で選任を行って、新しく選任された教育長が中心に

なって、新年度予算の編成にかかわっていくべきだっ

たと思うわけです。この、教育行政方針の策定にもか

かわるべき大切な時期にいなかったというのが、私は

非常に残念でなりませんが、市長の考えをお伺いした

いと思います。 

 次に87ページになりますが、くじかがやきプランに

ついては、特別支援教育支援員の配置の分について、

一般質問でも取り上げたところですが、その際の答弁

の中では、私は学校の要望をどれくらい入れることが

できたかというのを聞いたとき、就学指導委員会で決

定するのだという話があったわけです。教育委員長は、

教育行政方針演述の中で、教育現場を重視した教育行

政を推進して行きたいと、こういう答えをしているわ

けで、そのことをこの間の答弁だけからすると、非常

にその不本意な形での返事だったと私は思いました。

この就学指導委員会はどういう形でその運営されてい

るのか、私自身が認識しているのでは、就学指導委員

会に諮る案件については、それぞれ各学校からの実情、

こういう子供がいる、この方についてはどうなんだと

いうことで、いわゆる専門の先生方にその検査をして

いただいて、それを就学指導委員会が決めていくとい

うことからすれば、学校の意見というのも聞きながら

行っているというのが、私自身はそういう受け止め方

をしていたわけです。先日の一般質問のときの答えで
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は、そういう形でのその答弁ではなかったので、もう

一度そこの分についてのお答えをお願いしたいと思い

ます。 

 次に91ページの情報処理教育にかかわる整備事業の

ことですが、小学校に校内ＬＡＮの整備を行うという

ことで、それに先立って教員にパソコンが配布されて

いるわけですが、これが非常にその不満といいますか、

そのまだ理解出来てないという部分があるのかもしれ

ませんが、使いづらいという声が聞かれます。 

 例えば、私はつい一昨年度まで小久慈小学校に勤務

していたのですが、小久慈小学校でも教材費で購入し

たそのパソコンにかかわる機器が使えないと、なぜな

らばそのインスト－ルが出来ないと。今でも個人の所

有するパソコンを使ってその電子黒板ですが、それを

使っているという話をされました。せっかく大事な税

金を投入しながら、配備したパソコンが活用できない

というのであれば、これはまだ今後の課題なのかもし

れませんが、学校で先生方が使いやすい形でのその整

備というのが必要だと思います。そういう学校からの

意見、要望等を、どれぐらい聞き入れながら、ソフト

の整備とかそういう形での配備というのを考えていた

のか。あるいは、今後どのように考えていくのかお伺

いをしたいと思います。 

 次に93ページの要保護、準要保護の認定基準、この

予算額について小学校費中学校費で若干の変動はある

ようですが、その認定基準についての変更があるのか

どうかを伺いたいと思います。年度の途中で家庭の経

済状況が悪化、あるいは好転した場合に認定がえとい

うことや新規の認定とかというのもあると思うのです

が、申請があってその基準を満たしていた場合に、追

加認定できるだけの予算措置というのは、そこまで考

えた予算措置がされているかどうかをお伺いします。 

 それから同じく93ページの文化財保管展示施設整備

事業費のことについて、今年度整備していくというこ

とで、整理とか展示、それから実際に見学に来た方々

へのさまざまな説明等を行う場合に、こういう郷土史

関係にその興味とか関心のある方々の協力をいただき

ながら、ボランティアとしての協力をいただきながら、

その説明をする、あるいは整理の手伝いをいただくと

いう考えがあるかどうか、その部分についても伺いた

いと思います。 

 後になりますが、95ページ文化会館の舞台装置の

更新の分についてですが、その更新ということは古く

なって使用ができないと理解をするわけですが、文化

会館が建設されてから年数がそんなにたっていないわ

けですけども、どのような部分、装置で、その耐用年

数は幾らだったのか、そこの部分についてもお伺いを

したいと思います。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 山内市長。 

○市長(山内隆文君) 教育長の選任についてでありま

すが、前からご答弁を申し上げておりますとおり、慎

重に検討を行い適切な時期にお示しをしたいと思って

おります。また、ご指摘の点についてでありますが、

ご指摘は教育長が不在であったために予算編成に影響

があったのではないのかというような趣旨のことだろ

うと思っておりますが、このことについては、前にも

お話を申し上げたとおりでありまして、教育長の在、

不在によって――予算要求段階においても、私ども査

定を行うわけでありますが、査定を含めたすべての予

算編成段階においても、教育長の在、不在によって私

どもが判断を違えたという事実は全くございません。 

○委員長（中平浩志君） 宇部総務学事課長。 

○総務学事課長（宇部辰喜君） 私から教職員へのパ

ソコンの導入についてと、就学援助の認定基準等につ

いてお答え申し上げます。 

 まず学校教員に対して、平成19年度において全職員

に１台ということで、配置したところでございます。 

このパソコンの導入・設置にあたりましては、当然

ソフト面これまで実際、教員は個人でいろいろとパソ

コンを駆使して使ってきたわけではございますが、こ

れを統一して市で同じソフトを配置したということで

ございまして、具体的には教員は一太郎とかというソ

フト等を多く使っていたようでございますが、久慈市

の職員等でも使っておりますが、一般的に汎用されて

いるワードというシステムを導入したところでござい

ます。 

各教員からの不満の声ということでございますが、

私のところには、そういった不満の声は届いておらな

いところでございますが、いずれそういう不満がある

ようでございましたら、意見を聞きながら今後指導等

をしてまいりたいということでございます。 

 それから、就学援助の認定基準に変更があるのかと

いうことでございますが、これについて認定基準は、
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今までどおり同じ基準でございます。予算措置もそれ

に対応して措置しているということでございます。 

 もう一つ、年度の途中での認定はするのかというこ

とでございますが、これはこれまでどおり随時生活状

況が変わる場合があるわけでございます、それに応じ

て随時の申請も受け付けて、追加認定をしているとこ

ろでございます。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋正嗣君） 私からはくじかがや

きプランの配置にかかわって、就学指導の流れについ

て、ご説明申し上げます。 

 委員お話しのとおりでございます。まず学校の方か

ら、こんな子がいるのだけども、どのような教育措置

を今後して行ったらいいのだろうかという申し出を就

学指導委員会が受けまして、その就学指導委員会の下

部組織に専門の調査員を配した調査委員会というもの

がございます。その調査委員が各学校をお尋ねいたし

まして、その子供にかかわっていろんな検査を行い、

その結果をもとに就学指導委員会にかけると。そこで

判定結果を得て、その子についてはこのような教育措

置を講じた方がよいのではないかという判定結果が出

ます。その判定結果を見まして、私どもが真に支援を

必要とする子供たちに対しまして、支援員を配置しま

す。一般質問等のご説明で舌足らずの部分がありまし

て、ご容赦願いたいと思います。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 一田社会文化課長。 

○社会文化課長（一田昭彦君） 文化財の保管展示施

設整備についてお答えいたします。現在旧長内中学校

に、約１万点を超える文化財等を搬入いたしまして、

分類作業等をしているところでありますが、これらの

準備が整った段階で、いわゆる展示公開が出来る形に

したいと思っております。 

常駐の職員は置かず、見学の事前申し込みを受けま

して、当面市の担当職員が出向いてその都度開館し、

説明する考えになりますが、当面は職員で対応するつ

もりではありますけれども、やはりいろいろ説明等に

かかわりましては、例えば現在の文化財保護調査委員

の方とか、資料を提供いただきました、たたら館運営

委員会の方とか、そういう方々をいろいろお願いした

ボランティアなんかも考えてみたいと考えています。 

 もう一つ文化会館の舞台機構の更新でございますけ

れども、アンバーホ－ルは、平成11年２月にオープン

して来年の２月で10年目を迎えます。舞台関係設備の

それぞれの耐用年数に応じまして、各種整備の更新の

改修を行うものであります。例えば平成20年度は、オ

ペラカーテン、どんちょうなどを安全に制御するイン

バーター及びブレーキユニットの更新を行うものであ

りますけども、これからホールの吊り物のワイヤー、

ロープなどの更新の時期となってきております。 

来年度のインバーターにつきましては、おおむね８

年から10年の耐用年数といわれておりますが、ワイヤ

ーロープなどにつきましては、10年から12年と言われ

ております。時期を見て、更新してまいりたいと考え

ております。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 梶谷委員。 

○梶谷武由委員 教育長の選任につきましては、予算

の編成に支障があったかどうかというのではなくて、

教育長が選任されて、教育長が新年度の予算編成、あ

るいは教育行政方針にかかわって、参画をしながら５

人の教育委員のところで、会議を行いながら進めるべ

きではなかったかと、そのことについてお伺いをした

ところです。 

 それから校内ＬＡＮにかかわった分についてですが、

学校でこれまで教材費で、さまざまな関係機器をそろ

えてきたものがあるわけですが、それらが使えないと

いうのは、やはり避けるべきではないかと思います。

学校によってそろえている機器も各種あろうかとは思

うのですが、そういうのにも対応していかなければな

らないかと思うのですが、この辺についてもお伺いを

したいと思います。 

 かがやきプラン、特別教育支援員の配置については、

今説明したとおり、私自身もそのような理解をしてい

たわけですが、ぜひ答弁等を行う場合には、あまり誤

解を与えないように、よろしくお願いをしたいと思い

ます。この分について答弁は必要ありません。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 山内市長。 

○市長(山内隆文君) 新年度予算、あるいは教育方針

について、５名の教育委員がすべて整った形で、しか

も教育長がいるという形で行うべきではなかったのか

と、こういったご意見であります。 
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そのご意見はご意見として伺っておきたいと存じま

すけども、いずれ４人の教育委員の方々が合議を持っ

て、その方針をご決定いただいているということにつ

いては、ご理解をいただいていると思うのであります

が、そういったことにおいて、私はこの４人の教育委

員の方々で、ご議論がなされ合意を形成されて提示し

てきたものと受け止めております。 

したがいまして予算編成上においても、そういった

教育委員会事務局を通じての要求といったものについ

て、私ども真摯に検討精査をさせていただき、今提示

させていただいていると、こういうことでありますの

で、ご理解よろしくお願いいたします。 

○委員長（中平浩志君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 教職員に配置しましたパ

ソコンの活用関係でございますが、これにつきまして

は私どもの方ではＯＳを選択する上では、校内ＬＡＮ、

それからそれがつながる私どもの庁内ＬＡＮこれらの

活用を考えた上で、そのＯＳについては、基本言語で

あるワードを使うと決めさせていただいております。

これまで、各教員個々に使っておった一太郎というソ

フトもあろうかと思いますが、これは機器の配備の関

係でございますので、共通言語に慣れていただきたい

と考えているところでございます。 

 それからかがやきプランにつきましては、この子供

たちに対する支援これについては、就学指導委員会で

これを判定すると、これは当然のことでございまして、

その中でその事前の策とすれば、各学校の現場からの

声は当然にこれは入って来るものでございますので、

それを無視して教育委員会がすべてそれを決めるとい

うことではございませんので、ぜひ委員にはご理解を

賜りたいとこういうふうに考えます。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 畑中委員。 

○畑中勇吉委員 89ページ教員住宅の維持管理費の使

途内容について１点お伺いしたいと思います。 

それから、93ページの教育振興、それから、97ペー

ジのスポーツ振興等について、関連してお尋ねをさせ

ていただきたいのですが、スクールバスや市で所有す

るバスがあると思うのですが、この教育振興なり文化

活動なりスポーツ振興のために、どのようなバスの運

行活用をしているのかということをお伺いしたいと思

います。 

○委員長（中平浩志君） 宇部総務学事課長。 

○総務学事課長（宇部辰喜君） ただいまの教員住宅

の予算の内容でございますが、これにつきましては主

に使用料、賃借料がございますが、これが校舎の借上

料等を含めまして240万円ほど計上しております。 

 それから工事請負費といたしまして教員住宅の解体

撤去２棟予定しておりまして、これが200万円、それ

から賃金とか消耗品等というような内容になっており

ます。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 教育振興、スポーツ振興

にかかわりましてのバス関係でございますが、私ども

の方で所管しておりますのはスクールバスそれから、

スポーツ振興号の２種類のバスを所管しております。

ただこの運行そのものについては、運行要領を定めて、

それぞれに使っているところでございますが、私ども

といたしましてはその他に借り上げの関係で、温水プ

ールでのプール授業にバスを借り上げとか、これは民

間からでございますが、それから集合学習、総合学習

等にバスの要望があれば手配をするということで、こ

れは庁内のバスの活用を含めての総合的な対応、学校

現場の方の要望に出来るだけこたえてまいりたいとい

う形でやっておりますし、手配しております。スポー

ツ振興号についても、それぞれの運行要領の中で、対

応出来る分については対応してまいるという姿勢で対

応しております。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 畑中委員。 

○畑中勇吉委員 教員住宅の解体200万円とあります

が、これは何棟予定しているのかというのが１点。 

先の教育長の方針演述の中で、国体の招致について

述べられておりますし、また先の議会、今回等でも、

国体の招致について選手等の強化もやっていきたいと、

こういうお話を承ったわけでありますが、それについ

て特にですね、招致については柔道と卓球と、そして

軟式野球を予定したいと、こういうお話でありました

が、特に久慈市にとっては柔道が由緒ある種目であり

ますし、市民の関心も高いのではないかと思っており

ます。選手強化等考えますと、今小学校からそういう

年齢のスポ少なり、あるいは柔道教室等で毎日練磨し

ているその少年少女の強化が大変重要だと私は思うわ
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けであります。そういうことで、このスポーツ振興号

なりですね、あのバスを各種大会なり、あるいは強化

試合とかですね、練習試合等どんどん活用して、ぜひ

当市出身の選手が国体等で活躍出来るように運行支援

すべきと思いますけれども、その点についてお考えを

お聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（中平浩志君） 宇部総務学事課長。 

○総務学事課長（宇部辰喜君） 端的にお答え申し上

げれば200万円の解体、これは２棟でございます。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 髙栁社会体育課長。 

○社会体育課長（髙栁利久君） ただいまの国体に関

しましての、質問にお答えしたいと思います。国体に

係る強化の件でございますが、ここにも予算計上して

おりますが、柔道タウン推進事業の中で特にも、小学

生の事業を今年度実施したいと考えております。 

また、先ほどお話がありました、スポーツ振興号の

運行でございますが、これは原則として市の代表とし

ての大会等を優先はしておりますが、今年度も秋田の

方で行われましたバスケットの合同練習等にも運行し

ておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

○委員長（中平浩志君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 国体の選手強化の関係で

ございます。これは岩手県そのものも、国体なり世界

選手権なり、オリンピックなり、見据えた子供の育成

をしたいということで、岩手スーパーキッズの制度を

立ち上げたところでございます。ただ、久慈市といた

しましては、具体的なそういう強化の方策というのは、

まだ立ってはおらないわけではございますが、委員ご

指摘のとおり、今これからそのときの選手になるであ

ろう子供たちの育成というのは、これは十分にこれか

ら考えてまいらなければならないと考えております。 

今バスの関係がございましたが、バスについては、

そういう運行要領等がございますが、バスケットの関

係でお話しましたがが、これは横断軸の交流事業とい

うことで、久慈市を代表としてまいったということで、

バスの運行等も行ったものでございますので、つけ加

えさせていただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 山口委員。 

○山口健一委員 ２点お伺いしたいのですが、91ペー

ジの小学校中学校費にかかわるんですが耐震診断・補

強工事等が予算計上されておりますけれども、今まで

も順次耐震診断して補修して来たわけですが、現在の

進行はどのくらいの進捗率か。また今後どの程度で全

部改修される予定なのか、その辺についてお伺いした

いと思います。 

 もう一点は、93ページの外里遺跡発掘調査にかかわ

ってですが、実は大川目ほ場整備の農道にかかわって、

実際去年で終わる予定でしたが、発掘して調査してみ

たところ、すごい遺跡があるということで、実は大川

目公民館で主催して、たまたま私たちも見学する機会

があって、本当にみずから行って見て大変感動を覚え

たということで、ぜひ今年度予定しているわけですか

ら、子供たちに生きた教材として、ぜひ見学させてほ

しいという考えがありますけれども、その実施方につ

いてもしお考えがあればお伺いしたいと思います。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 宇部総務学事課長。 

○総務学事課長（宇部辰喜君） 耐震診断の実施状況、

耐震化の状況でございますが、耐震診断の状況につい

て申し上げます。平成19年度末で70％の進捗率という

ことでございます。それから、耐震化率でございます

が、これも19年度末で65.3％の進捗ということでござ

いまして、いずれ診断あるいは補強工事については、

早急に実施してまいりたいと思いますが、特に耐震診

断については、平成24年度目標に取り組んで行きたい

と思っております。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 一田社会文化課長。 

○社会文化課長（一田昭彦君） 外里遺跡の発掘調査

事業についてお答えいたします。委員お話しのとおり、

外里遺跡の方につきましては、縄文時代の前期中期を

主体とした遺物や竪穴住居跡等が大量に出土したこと

によりまして、当初の１年という期間が２年に延長に

なりまして、また事業費もおおよそ３倍に増大したと

ころであります。委員のおっしゃる見学会につきまし

ては、例えば県の埋蔵文化センターが、発掘事業した

際にも一般住民を対象としました、見学会等を開催し

ておりますので、せっかくのこのような貴重な文化財

でございますので、発掘調査が完了し埋め戻す際には、

遺跡見学会なるもの、あるいは小中学校の子供たちの

学習に活用出来るような催しを考えてみたいと思いま

す。 
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以上です。 

○委員長（中平浩志君） 中塚委員。 

○中塚佳男委員 94ページの図書館費にかかわって質

問いたします。教育方針では図書館の機能の充実につ

いて、図書の整備・充実に努め、役に立つ図書館を目

指すと述べてあります。しかしながら当初予算額は、

前年度に比較して大幅なマイナス予算となっておりま

す。掲げた方針と予算の現実をどのように、認識して

いるのかお伺いしたします。 

○委員長（中平浩志君） 一田社会文化課長。 

○社会文化課長（一田昭彦君） 図書館費にかかわり

ましての、ご質問にお答えいたします。 

教育行政方針演述で役に立つ図書館ということを掲

げまして、新年度におきましては各種読書活動、ある

いはレファレンスサ－ビスなどの提供に努めるととも

に、児童図書の部分を特に新年度に予算をいただきま

して、充実させたい考えであります。 

また、今度４月にオープンします街の駅とか、ある

いは街なかでの今までやっている事業をそういう場所

を活用して実施したりそういうようなことで、市民の

方の読書の啓蒙普及を図ってまいりたいと考えており

ます。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 先ほどの、山口委員の質問

の中での、耐震化数値に訂正がございますので答弁を

求めます。宇部総務学事課長。 

○総務学事課長（宇部辰喜君） 先ほどの山口委員か

らの耐震についての質問について、訂正をお願い申し

上げたいと思います。進捗状況、耐震診断率、耐震化

率を逆に申し上げてしまいましたので訂正をお願いし

ます。改めて申し上げます。耐震診断率は65.3％。耐

震化率は70％に訂正をお願いいたします。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 第１点目は87ページですが、久慈小

学校構想策定委員会経費が予算化されておりまして、

やっとスタートするなという感じを受けるのですが、

聞くところによれば15人ぐらいの策定委員会をつくっ

ているというお話でございます。 

改築に向けて学童保育所も設置して行くのだという

ことでございますので、この策定委員会の中にぜひみ

つばちの家の父母会の代表も、策定委員会の中にぜひ

置いていただきたい。そうでないと学童のことをわか

らない方だけでもって策定されても、後から取ってつ

けるような形では困りますので、そういう意味ではき

ちんと位置づけて委員会の中に入れていただきたいと

思いますが答弁をいただきたい。 

 それから同じページで、ＡＥＤの設置の経費が出て

おりますが、この件について言いますといわゆる教員、

ＰＴＡ、子供たちに対するＡＥＤの講習、年１回やれ

ばいいというものでもありません。あれは１回やって

も、しばらくやっていないと忘れます。そういった意

味では、特に教員の皆さんの講習を定期的に行わない

と、私は宝の持ち腐れになってしまうことになりかね

ないと思いますのでその点についての考え方をお聞か

せ下さい。 

 小学校費に関連するのですが、いわゆる図書費です。

ご承知のとおり久慈小学校の図書ボランティア、正式

に言うとボランティアバンクというそうですが、19年

度の活動が文部省に認められて、表彰を受けたと伺っ

ております。中身を聞いたら、月曜日から金曜日まで

図書の貸し出し、10時15分から10時35分の20分間です

けども、ここにＰＴＡの方が２名ずつ配置になって貸

し出しするということで、本当に子供たちにとっては、

物すごい効果が出ているというお話を教頭先生等から

お聞きしたところでございます。この点で私はずっと

図書館司書の配置の実現を求めてずっときているので

すけども、なかなか実現しない。教育民生常任委員会

で昨年の研修ですね、東大和市へ行った時に、ここで

は実施しておりました、聞きました。こういった今久

慈小学校で行われている図書ボランティア、ＰＴＡボ

ランティアがずっとあって、それとプラスしてその図

書館司書が配置されて、現在はその連携がうまくいっ

てですね、極めて子供たちがいい状況だというのは教

民の研修で分かりました。久慈小学校でも、このやり

方を実施した中で、やはりこの子供たちが本を読む習

慣なり本を読む子供がふえてきていると、結果として

非常に落ち着きのある子供たちになってきているとい

うような、成果が出てきていると言っております。 

そういった意味では、この久慈小学校がやっている

このようなことを、やはり全校にいいこととしてね、

これは強制が出来ないですが多くの方々の協力をいた

だきながら、少しでも改善を図っていくということが

必要ではないのかと思うのですが、お聞かせを願いた
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いというふうに思います。同時に司書配置について、

やはり踏み出すべきだと思いますが、お聞かせをいた

だきたいと思います。 

それから、文化会館の関係でございます。これは、

節を見ますと報酬100万円これは、館長の報酬だと思

いますが、あと旅費が229万7,000円と出ているわけで

すね、これは多分館長が来久する際の旅費等も含まれ

ていると思うのですが、その内容についてお聞かせい

ただきたい。 

それから委託料が、8,567万円です。多分アリオン

財団との関係もあるかと思うのですが、その新年度に

おける自主事業を含めての内容だと思いますが、この

8,500万円のうち、いわゆるアリオンを通じるのが幾

らなのか、まったく自主的でやるのが幾らなのかとい

うことをお聞かせいただきたいと思います。この自主

事業の関係の中でぜひお伺いしたいのはいわゆる文化

会館をやる時にいろんな、なんていいますか教育的な

事業としてやる場合が多いんですね、その場合に観客

数が少ないという現象が出ているのですが、やっぱり

せっかく金をかけてよいものをというふうに位置づけ

ていると思うのですがそれが多くの人が見られないと

いうことが逆にあったとすれば、やっぱりそれが効果

として少ないと思います。 

そういった意味では、事業に取り組む時に、必ずこ

の郡内の子供たち、あるいは一般も含めてやるのだと

いうあたりの目標をきちんと設定しておく必要がある

のではないかと思うのですが、お聞かせを願いたいと

思います。 

すみません、 初に戻りますが、久慈小の策定委員

会の中で追加しますが、いわゆる校舎、屋体、プール

あるいはグランドの確保というふうにさまざま項目が

あろうかと思います。その際にご承知のとおり屋体は、

物すごい雨漏りの状況です、現時点、例えば卒業式な

んかで、雨が降るともう雨漏りの中でやらなければな

らない状況にあるんですが、そのいわゆる、構想の中

には屋体が先なのか校舎が先なのかと、そういったの

を含めてなされるかと思うんですが、今言った中で、

校舎、屋体、プールも欲しいという声を聞いています

がプールも入るのか、グランドの確保の関係はどうな

っているのか、その辺も含めてお聞かせいただきたい。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 久慈小学校の改築の構想

委員会の関係でございますが、これにつきましては、

現在私どもの方の素案でございますが、15名程度の委

員の方々を、多方面から選任をしてまいりたいと考え

ておりまして具体的な人選作業には、まだ入っており

ませんので、委員のご希望の向きについては、検討は

させていただきますが、お約束は出来ないとお答えさ

せていただきたいと思います。 

 それから、もう一つの方でございますが、校舎の関

係、中身についてこれから構想委員会の中で検討して

まいることになろうかと思いますので、これは大きさ

とか、機能とかいろんな意味での検討に入ることにな

ろうかと思いますので、そこのところはご理解賜りた

いと思います。また、今現在の屋体の現状については、

十分に教育委員会といたしましては認識しております

ので、ここのところは、それ相応に対応してまいりた

いと考えております。 

 それから、ＡＥＤの関係でございますが、これにつ

いては、教員の方の講習そのもの、子供たちは小さい

ものですから、教員たちの講習ということについては

教育事務所が中心になりまして講習会等を毎年ここの

ところ開いております。ここのところで対応してまい

りたいと考えております。 

 それから、学校図書館の関係でございますが、確か

に久慈小学校，ＰＴＡが表彰されましてその中に図書

のボランティア活動、これは大変な効果を上げている

と認識しているところでございます。 

地域に開かれた学校という意味、そのためにも学校

を支えていただけるＰＴＡ、地域の方々の活用という

ことについては、それぞれの学校長の中で対応して行

かざるを得ないと思いますが、機会ありましたらば、

学校長にもそういう活用方策について検討するように

指導してまいりたいと、こういうふうに考えておりま

す。 

 また、司書教諭の配置の関係でございますけどもこ

れについては、12学級以上のところに配置という基準

がございますので、この中で県教委が配置をするとい

うふうなことになっておりますので、委員にはぜひご

理解を賜りたいとこういうふうに考えております。私

の方からは以上で終わらせていただきます。 

○委員長（中平浩志君） 一田社会文化課長。 

○社会文化課長（一田昭彦君） 文化会館にかかわっ
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てのご質問にお答えいたします。まず館長の旅費等の

考えでございますけども、館長、いわゆる久慈に来る

打ち合わせ等の旅費を含めまして３回ぐらいを計上い

たしております。 

また、ここで旅費が229万7,000円とありますけども、

これは昨年も実施したのですけどもレクチャーコンサ

ート、いわゆるＮ響のメンバーを呼んで講師として市

民の方にレクチャーするコンサートですが、その分の

旅費等を結構含んでおります。 

また自主事業におきましての委託料にかかわっての、

アリオンの持分等でございますけども、ここにござい

ます委託料8,567万円のうち、これはいわゆる管理運

営費の委託料も含まれております。 

この分の自主事業部分の委託料につきましては、

2,703万6,000円になりまして、正確な数字は今は持ち

合わせておりませんが、おおむね６割ぐらいがアリオ

ンの方をとおして行う事業と思っております。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） アンバーホールの自主事

業の関係で活用をもう少し考えろという内容でござい

ますが、確かに満杯になる自主事業というのがなかな

か少ないものでございますので、私どもといたしまし

ては、人材育成それから、教育関係の事業ということ

については、子供たちの入場ということで特別な配慮

をさせていただいているということでご理解賜りたい

と思います。 

○委員長（中平浩志君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 策定委員会のメンバーについては、

検討するが確約は出来ないということですが、いずれ

検討していただきたいということで申し上げておきた

いと思います。 

 そこで学校給食センターの関係でございますが、今

年度７億7,000万円、債務負担平成21年度は６億6,000

万円で、14億3,800万円で大きい金額の建設事業費に

なるわけです。 

そこでいろいろ考えていると思いますが、近来にな

い久慈市の予算の中では、大きな建築予算になるわけ

ですけども、そこでいわゆる地元企業優先といいます

か、地元企業でできる事業であるというふうに思うわ

けですけども、そういった点では、そういった方針を

お持ちなのかどうかお聞かせいただきたいと思います。 

それから、10款４項１目18節の備品購入の内容です

が、1,200万何がしなのですけども、この内容につい

てもお聞かせいただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 給食センターの建設に当

りましては、多額の経費を要するということで、教育

委員会といたしましては、大きな事業というふうに認

識しております。 

この中で、基本設計を定める際にもいろいろ私とい

たしまして苦労したところは、やっぱり特殊な建設物

だというふうなことで、専門的な知識が相当に必要だ

なというふうに実感したところでございます。 

ただ、それを含めて地域の業者さんが対応できるか

どうかというところはこれからの課題になろうかと思

いますが、ぜひそれについては、鋭意配慮してまいり

たいと考えております。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 一田社会文化課長。 

○社会文化課長（一田昭彦君） 93ページの備品購入

費についてお答えいたしますが、これは主に文化財保

管展示施設、旧長内中学校を活用しました郷土資料の

展示保管施設のいわゆるパネルとかガラスケース、あ

るいは遮光カーテン等の購入費でございます。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 梶谷委員。 

○梶谷武由委員 小中学校の司書教諭の配置の部分で

すが、12学級以上という基準はあるわけですが、現在

定数内で配置されている教員で、司書教諭の免許を持

った方の配置ということであれば、これまでの職員数

教員数と同じになることになるので、実際図書館で指

導を専門に行うということを考えると、専任の司書教

諭の配置というのを考えていくべきではないかと、た

だこれは財政等が当然伴い、さらには県費ということ

にもつながりますのですぐということにはならないと

は思うのですが、専任の司書教諭を配置するという考

え方をぜひ持っていただきたいものだと。県について

も働きかけをしていただきたいと思うのですが、その

辺についての考えをお伺いしたいと思います。 

○委員長（中平浩志君） 小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋正嗣君） 専任の司書教諭の配

置、県教委の方では小学校で27学級以上持つ学校、中
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学校では22学級以上を持つ学校、平成19年度におきま

しては、県内では小学校に３校、中学校に１校でござ

います。引き続きこの基準がもう少し下がるように、

県教委に働きかけていきたいと思います。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 学校給食について、２点お聞かせ

下さい。 

一つはいわゆる今問題になっている中国の輸入、天

洋食品ですか、農薬問題等指摘をされているわけです

けども、そういう輸入品が久慈市の給食に利用されて

おらなかったのかどうか、あったとすればその対応を

お聞かせ下さい。 

第２点はですね、パン給食にかかわって輸入小麦が

大変高騰をしている中で、懸念されているわけです。

しかし、聞けば学校、久慈市等で使っている学校給食

等のパンについては国産小麦ですか、これを活用して

いるということを聞きます。その点で価格高騰の心配、

懸念はないのかなと思うのですが、その２点について

お聞かせ下さい。 

○委員長（中平浩志君） 飯田学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（飯田喜久雄君） ２点のお

問い合わせがございましたが、まず中国産食材につい

てですが、学校給食センターでは、ギョウザを含む中

国天洋食品の冷凍食品は一切使用してございません。 

また、中国天洋食品以外の中国産食材については、

一部使用したのもございますが、これらについては、

製造元から残留農薬の検査済証を提出してもらい、安

全であることを確認してございます。しかし、万が一

のことを考えまして、現在は使用を差し控えておりま

す。なお、これまで学校給食で使用していたギョウザ

については、すべて国産のものを使用してございます。 

あとは対応でございますがあわせて心配されている

親御さんや学校側等に対して、２月20日付で、学校給

食に係る中国産食材関するお知らせという文書を配布

してございます。 

これが１点目でございまして２点目はパンの小麦粉

についてでございますが、これは岩手県の方のパン協

会と契約してございまして、今のところ額的には、こ

れからは心配されると思いますが、今のところはまず

心配ございません。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 佐々木委員。 

○佐々木栄幸委員 あすなろ塾について、お聞きしま

す。一般質問でもお聞きしましたけども、その指導員、

先生の選任についてでありますけども、これは、どの

ように選任がなっているのか。だれでも先生であれば

なれるというものじゃないはずです。それなりの資格

を持っていなければできないはずですので、その辺の

選任について。それから現在の指導員の期間はいつま

でなのか。また、その更新の期間はどのようになって

いるのかということで、将来の見通しを一般質問で聞

いたわけでありますけども、それについてお聞きした

いと思います。 

○委員長（中平浩志君） 小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋正嗣君） 現在あすなろ塾の指

導員、非常勤１人、教育研究所の方にもありまして、

そこからお手伝いして合計２名で、指導員としては１

名でございます。校長をなされた方、それから特別支

援教育に携わった方、それから生徒指導関係に携わっ

た方、総合的な観点から今の方を選んでございます。 

ただ、委員さんご心配のとおり次に続く方も養成し

ていかなければならないという状況もございまして、

今後次に続く方を、選任等を含めまして検討してまい

りたいと思います。単年度更新でございます。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 一般質問の関連質問にかんする部分

で、山村留学の部分と、霜畑中学校の部分と、内間木

洞の３点についてお伺いをいたします。 

 まず山村留学については、方針としては取りやめて

いくのだと、いうお話を承ったわけなのですけども、

旧山形村時代に非常に厳しい状況の中から決断をした

教育行政の中での取り組みだったと、これは諸先輩の

皆様方がご存知のとおり、教育は100年たって結果が

出るか出ないかもわからんような部分もあると言われ

るくらい非常に重要なものだろうということは、私も

想像するわけでございますが、そういった中で、今日

の状況は少子化社会、高齢化社会、そういう状況の目

先の時点での判断でいけば、確かに教育委員会の説明

もわからんわけではございませんが、四国の高知県の

例で申し上げれば、廃校になったところを改造して大

規模な山村留学をして、全国にその名を知られるくら

いの例もあるように聞き及んでございます。 
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当久慈市の状況を見たとき、それぞれの地区に大変

立派な校舎があるにもかかわらず、残念ながら将来的

には、子供さんがいなくなる要素が多いように伺える

わけですが、そういった等々を考えてみた場合は、ま

さに教育行政の柱たり得るものとして山村留学を山形

地区の繫のみならず、やはり取り組んで行く必要性、

要素というものは大きいのでなかろうかという意味で、

私はこの山村留学をやめるのだというのじゃなしに、

何とか継続をしていける方法を考えていただけないも

のかということを再三にわたって要望、お願いをして

いるわけでございますので、今一度そこのところを確

認をさせていただきたいと思います。 

それから、霜畑中学校についても、長年の苦労の上

に山形中学校の方に統合するのだという結論に至った

ようでございますので、その部分については本当に関

係者の皆様方に敬意を表したいと思います。 

しかし、教育と地域を一緒くたに考えるというわけ

には、当然いかないわけでございますが、地域あって

の学校といっても私は言い過ぎではない。合併によっ

て山形町の住民の間にはどんどん地域の衰退につなが

っていく重要な問題としては、学校を十分に考えても

らいたいという思いがあっての中からの切なる思いの

決断だろうというふうに思います。 

察するならば、将来において子供がいなくなる、高

齢化社会になっていくと言いつつも、限界集落とかい

う表現をされながらでも、私は地域に存在する人は

多々居るだろうと思われます。 

そういった時にやはり経済的な要因、いろんなさま

ざまな要因に基づいて、地域にやはり自宅から学校に

通わせるところがあったらいいな、なければ困るなと

いう思いを形にしてもらいたいという時に、そこの子

供がありながら文科省の方に廃校という形の手続きが

あがってしまえば学校再開するということは非常に私

は困難が予想される。そういう意味で休校措置をして、

現実の少ない子供さんについては、その統合する学校

に通っていただいてそれで条件が整ったときにおいて

は、再開できるのだという道を何とか残してもらいた

いという部分について、果たして現実的にそれが可能

かどうかという部分をご検討いただきたいということ

を、先般申し上げたわけでございますので、この点に

ついてもそこのところをもう一度確認させていただき

たいと思います。 

 それから、内間木洞については、先ほど大先輩の髙

屋敷委員さんの方から、るる詳しいお話がございまし

て、なるほどすばらしい表現力でまったくそのとおり

だなという思いに変わりございませんが、内間木洞が

よその鍾乳洞と比較してどこが違うかという点で申し

上げれば、私の理解が間違いでなければ、コウモリと

いうものが19種類ある中で、15種類が内間木洞に生息

が確認されたというように伺った記憶がございます。 

そして岩手県の中でも、内間木周辺が も昆虫、生

物、植物の種類が多く生息している地域だというふう

に伺ってきております。そういった意味において、よ

その鍾乳洞とは全く、学術的に貴重な資源活用を持っ

た、なおかつ開発に、乱開発に侵されない神聖なる現

状の、まさに久慈市の宝の状況だというふうに理解し

ております。 

そういった中において、先ごろ18年に政府では、地

域を限定した文化財価値のあるところに対する指定を

して、助成をしていくのだという法律ができたように

伺っておりますので、私は内間木洞周辺に至る道すが

らそういったところを条例化して、沿線の木をむやみ

に切ることのないようなご協力を求めるとか、そうい

った取り組みをしていく考え方がないのか、お尋ねを

いたしたいと思います。 

それから鍾乳洞の内部についてお尋ねしますが、先

ほどの答弁の中で、保護と活用という大変ありがたい

答弁をいただいたわけでございますが、その中で現在

内間木洞の内部に入ってすぐのところに、今はすっか

り有名になりました氷筍ができるわけでございますが、

その脇を現状は、ヘルメットをかぶってはいつくばっ

て中に入る状況にあるわけでございますが、これを何

とかもうちょっと、はいつくばって頭が当らないでと

おれるくらいに、私は取り組んでいただきたいと思い

ますが、そういった部分についてはいろいろな制約が

あろうかと思いますが、その点についてどのような認

識を持っておられるのかお尋ねいたします。 

○委員長（中平浩志君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 山村留学の関係と霜畑中

学校の関係について、私の方からお答えしたいと思い

ます。 

山村留学につきましては、一般質問の際にも申し上

げましたし、かつては鹿糠教育長の方からも、お話し

させていただきましたが、現在お預かりしている子供
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たちが卒業する平成22年度までは、責任を持って教育

に当りたいとこういうに申し上げているところでござ

います。 

 ただ、繫小学校そのものについては、小規模校でご

ざいますので、これについては教育委員会の方として

学校再編を念頭においた方針を定めるというふうにし

ておりますので、その原案の中で検討させていただき

たいと思いますが、ただここのところで申し上げたい

のは、子供たちの教育の場がどうあればよいのか、確

かに小規模校、大規模というか、より大きな学校の方

での子供の教育の環境、そういうことを考え合わせま

すと、小規模校は確かに個に応じた教育に努めている

ところでございますけれども、その中には相当のハン

デを背負っている部分もあるということについても、

ぜひ委員認識していただきたいと思います。 

これらを補えるのは、ある程度の集団の中での教育

というのが 適でないのかなというふうな考えを教育

委員会といたしましては持っているところでございま

す。これについては、ぜひご理解を賜りたいと思いま

す。 

 また、霜畑中学校の関係、一時休校にして再開のめ

どが立った段階で再開できるような方途を講じてはど

うかと考えはないかというお話でございますが、これ

については休校ではございませんので、私どもといた

しまして、教育委員会といたしましては、これを山形

中学校に統合するということで議決させていただいて

おります、教育委員会としての決定をさせていただい

ておりますので、今現在ではそういう方途は考えてお

らないということでご理解を賜りたいと思います。 

以上でございます。 

○委員長（中平浩志君） 一田社会文化課長。 

○社会文化課長（一田昭彦君） 内間木洞についての

ご質問にお答えいたします。まず、周辺の環境整備な

んかをする条例等につきましてですけども、委員ご存

知のとおり平成13年度から５カ年にわたりまして周辺

環境整備をしているところでありますが、専門家等の

意見を聞きますと、洞内のいわゆる生態、コウモリ等

は、特にも洞内だけの環境じゃなくて周辺の良好な環

境からの影響もあると言われております。 

条例化につきましては、これまでとおり周辺の環境

の整備を図りながら進めたいと思いますので特には今

のところ考えておりません。 

また、氷筍の場所につきまして、その氷筍の隣の所

をはいつくばって入ったということでございますが、

これは昭和47年洞内の入り口から20メートル付近のと

ころを形状変更で拡幅して人が入りやすくなった。偶

然と言えばあれなのですが、その結果によって、現在

の氷筍が形成されるようになったと聞いておりますの

で、そこのはいつくばった穴のところを、拡幅するこ

とが氷筍の形成について良好なのかどうか、いろいろ

な専門家の意見も聞かなければならないと思いますの

で、そこら辺は慎重に考えてみたいと思います。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 内間木洞の中につきましては、今お

っしゃった部分は、入ってすぐのところに、その昔は

はいつくばって行かないと入れなかったわけなのです、

それを立って歩けるような状態に昔、直された、その

奥の一番 初に、その氷筍が立つところを、その脇を

今ははいつくばって入っておる現状でございますので、

氷筍そのものに影響を与えるのか与えないかという部

分は、その入り口に鉄の扉をつけてそれでその上の空

間をコウモリが出入りしている状況ですから、この扉

をもっとコウモリが入りやすくするために、鉄板の扉

の部分を格子状にしたらいいのではということを、私

はあの洞窟探検調査に来ている人たちに申し上げたら、

いやいやその格子にすれば、冷気が入り過ぎて逆にそ

の氷筍が出来にくいおそれがあるから、むしろこの今

の扉の状態で上から冷気が入っていくのがちょうどい

い環境だろうと思うから、扉はこのままで構わない方

がいいんじゃないかなあというお話を受け賜った経緯

が、あるわけでございますので、その奥の氷筍が出て

いるところの脇の通路の部分を私は申し上げておりま

すので、この部分については現状を見ながらよくお考

えをしてよりよい方法を講じていただきたい。 

 それから霜畑中学校につきましては、私は今の現時

点は、統合にもなっているわけでもなければ、休校で

もないわけですから、それはそのとおりでございまし

て、結果的に統合して霜畑の学区の子供さんが、山形

中学校に通って行くのだと、そうしますと霜畑中学校

が廃校になるのかどういう形になるのか知らんけども、

霜畑中学校はなくなった形になると思うのです。そう

なったときにおいては、その子供さんを通わせるには

合併というような形になるかも知れんけども、学校そ
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のものの措置の仕方においては、休校して少ない子供

の学業にかかわる分野としては、統合した形にせざる

を得ないのだという形のものが現実的に検討してもら

いたいということでございますので、そこのところを

もう一度お願いいたします。 

○委員長（中平浩志君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 霜畑中学校につきまして

は、教育委員会が権限を付与されておりますので、こ

この中の定例会で霜畑中学校、山形中学校21年４月に

統合するということで、議決をさせていただいており

ます。決定事項でございます。委員さん多分おっしゃ

られるのは、例えば施設の関係でしょうか、そういう

ことであれば、今度は地域コミュニティの振興という

ことで、また別途私どもの方では地元と協議しながら

対応してまいりたいというふうに考えております。学

校そのものについて、霜畑中学校については、21年４

月に統合するということで決定させていただいており

ますので、ご理解を賜りたいと思います。 

また、内間木洞の関係でございますが、これは開発

か保護かというところ、その線引きのところだと思い

ます。その生態系もあわせて維持するということで、

県指定を受けておりますのでこれは私どもの方では

軽々に現状を変えるということについては、勝手にで

きないことでございますので、県の審議会なりの方の、

これは許可を得て対応せざるを得ないんですが、そこ

までいく過程ではどうあればいいのか、どうすれば生

態系も壊さないで開発も可能なのかというのは、これ

はいろいろ研究させてもらいたいということで、課長

のほうからも答弁させていただいておりますのでご理

解を賜りたいと思います。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。 

11款災害復旧費、説明を求めます。末﨑総務企画部

長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 98ページの下段にな

ります。11款災害復旧費、１項土木施設災害復旧費で

ありますが、科目存置として１目道路橋梁災害復旧費

に、現年発生補助災害復旧事業費1,000円を計上いた

しました。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。 

12款公債費、説明を求めます。末﨑総務企画部長。  

○総務企画部長（末﨑順一君） 100ページの中段に

なります。12款公債費、１項公債費でありますが、１

目元金は24億8,070万円を計上。 

２目利子は４億9,962万円を計上。 

３目公債諸費は10万円を計上。公債費は、合わせて

29億8,042万円を計上いたしました。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 質疑を許します。畑中委員。 

○畑中勇吉委員 この公債費の関係ですね、施政方針

演述でも財政の関係で触れられておりますけども、こ

の繰上償還の内容、どういう内容なのかということが

第１点。 

 それからその繰上償還による財政メリット、これは

どういうふうな数値になるのかお伺いしたいと思いま

す。この高い利率の公債の組み替えとか繰り上げとい

うのは、一つのルールといいますか、できる、できな

いがあるとかと聞いたわけですが、その辺がどのよう

になっているのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（中平浩志君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 公的資金の補償金免除の

繰上償還についてでございますが、対象となる地方債

は、年利５％以上のものでございます。平成20年度に

繰上償還、一般会計分でしようとしている額でござい

ますが、3,962万7,000円でございまして、公営企業金

輸公庫資金３件分について、繰上償還をしようとする

ものでございます。それの効果額といたしまして、

380万円程度と試算しているところでございます。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 梶谷委員。 

○梶谷武由委員 臨時財政対策債の償還分についてで

すが、これについては交付税措置されというふうに決

まっているわけですけれども、この分と利子の分につ

いて交付税で措置される金額、それはどれくらいにな

っているのかをお伺いしたいと思います。 

○委員長（中平浩志君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 臨時財政対策債について

は、今年度に100％交付税措置されるものでございま

す。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 梶谷委員。 
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○梶谷武由委員 地方債の元金償還額、これはこの内

の臨時財政対策債に該当する分がどれくらいあるのか

お尋ねします。 

○委員長（中平浩志君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 臨時財政対策債は19年度

末で39億4,859万1,000円ほど発行しておりますが、こ

れらについては元金及び利子について交付税措置がな

されるものでございます。そして今回の繰上償還にか

かわっては、これらについては対象でないというもの

でございます。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。 

13款諸支出金、説明を求めます。末﨑総務企画部長。  

○総務企画部長（末﨑順一君） 13款諸支出金、１項

普通財産取得費でありますが、１目土地取得費に土地

取得事業特別会計繰出金2,417万1,000円を計上いたし

ました。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。 

14款予備費、説明を求めます。末﨑総務企画部長。  

○総務企画部長（末﨑順一君） 14款予備費、１項予

備費でありますが、１目予備費に、1,500万円を計上

いたしました。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。以上

で、第１条歳入歳出の予算の質疑を終わります。次に、

第２条債務負担行為、説明を求めます。末﨑総務企画

部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 第２条債務負担行為

につきまして、表によりご説明申し上げます。６ペー

ジになります。第２表債務負担行為でありますが、農

業経営基盤強化資金利子補給ほか３件について、地方

自治法第214条の規定により債務を負担する行為をす

ることができる事項、期間及び限度額をこの表のとお

り定めようとするものであります。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。 

第３条地方債、説明を求めます。末﨑総務企画部長。  

○総務企画部長（末﨑順一君） 第３条地方債につき

ましても表によりご説明申し上げます。７ページにな

ります。第３表地方債でありますが、歳出予算に関連

して、地域コミュニティ振興基金事業ほか17件、及び

国の地方財政対策を受けての臨時財政対策債、合わせ

て19件について、地方自治法第230条第１項の規定に

より起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法をこの表のとおり定

めようとするものであります。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。 

第４条一時借入金、説明を求めます。末﨑総務企画

部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） １ページになります。

第４条一時借入金でありますが、地方自治法第235条

の３第２項の規定による借り入れの 高額を40億円に

定めようとするものであります。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。 

第５条歳出予算の流用、説明を求めます。末﨑総務

企画部長。  

○総務企画部長（末﨑順一君） 第５条歳出予算の流

用でありますが、地方自治法第220条第２項ただし書

の規定により、各項に計上した給料、職員手当及び共

済費に係る予算額に過不足が生じた場合、同一款内で

これらの経費の流用ができるように定めようとするも

のであります。 

以上です。 

○委員長（中平浩志君） 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中平浩志君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第１号は原案のと

おり可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○委員長（中平浩志君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 

○委員長（中平浩志君） この際お諮りいたします。

本日の審議はここまでとし、以降は明日13日に審査を

行うことにしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中平浩志君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。 

午後２時38分   散会 
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